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「令和６（2024）年度勤務条件等に関する調査結果の概要」について

 

地方公務員の勤務条件については、地方公務員法第 24 条第４項において「国及び他の地方

公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない」とさ

れており、同条第５項において、勤務時間その他の勤務条件は各地方公共団体の条例で定め

ることとされている。 

本書は、地方公務員の勤務条件等を把握するため、総務省が全国の地方公共団体を対象に

実施した「地方公共団体の勤務条件等に関する調査」について、県内の市町の回答を取りま

とめたものである。 

○調査対象年度 令和６(2024)年度（一部、令和７(2025)年４月１日現在） 

○調査対象団体 市町、一部事務組合及び広域連合 

○調査対象職員 一般職に属する地方公務員 

※安全衛生に関する事項については、特別職に属する地方公務員及び臨時・非常勤職員を含む。 

※「会計年度任用職員の育児休業等の取得状況」以外は会計年度任用職員を除く。 

 

調査第１：勤務時間及び休暇等に関する事項 （市町） 

 

１ 早出遅出勤務制度・フレックスタイム制度の導入状況 

令和６(2024)年４月１日現在の早出遅出勤務制度・フレックスタイム制度の導入状況は

第１表のとおりである。 

 

 

２ 年次有給休暇の取得状況 

年次有給休暇の平均取得日数は第２表のとおりである。 

 

 

【第１表】早出遅出勤務制度・フレックスタイム制度の導入状況 ［単位：団体］

業 務 上 の
早 出 遅 出

育 児 ・ 介 護
の た め の
早 出 遅 出

通勤混雑緩和
の た め の
時 差 通 勤

疲労蓄積防止
の た め の
早 出 遅 出

修学等のため
の 早 出 遅 出

障害の特性等
に 応 じ た
早 出 遅 出

導入状況

週休日のほか、
勤務時間を割り
振らない日を設

けること

12 18 25 5 3 2 4 13 7

時 差 出 勤
制 度

各種早出遅出制度 フレックス タイム制度

【第２表】年次有給休暇の取得状況 ［単位：日］

令和２
（2020）年度

令和３
（2021）年度

令和４
（2022）年度

令和５
（2023）年度

令和６
（2024）年度

市 12.4 12.7 13.1 14.7 14.6

町 10.6 11.1 11.8 13.2 13.3

計 12.1 12.4 12.9 14.5 14.4

（ 参 考 ） ※
全国市区町村

11.1 11.5 12.0 13.4 13.5

※指定都市を除く。以下同じ。
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３ 介護休暇の取得状況 

令和７(2025)年４月１日現在、介護休暇については、全 25市町において国に準じた制度

を導入しており、令和６(2024)年度の取得状況は、第３表のとおりである。介護休暇を取得

した職員は４人（前年度９人）で、男性職員０人、女性職員４人となっている。 

 

 

４ 介護時間の取得状況 

  令和７(2025)年４月１日現在、介護時間については、全 25市町において国に準じた制度

を導入しており、令和６(2024)年度の取得状況は、第４表のとおりである。介護時間を取

得した職員は２人（前年度３人）で、男性職員１人、女性職員１人となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

【第３表】介護休暇の状況 ［単位：人］

配偶者 父 母 子
配偶者
の父母

祖父母
兄弟
姉妹

孫 その他

男性職員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

女性職員 4 0 1 3 0 0 0 0 0 

１月以下
１月超
２月以下

２月超
３月以下

３月超
４月以下

４月超
５月以下

５月超

男性職員 0 0 0 0 0 0 

女性職員 2 1 0 0 0 1 

（注）１　全団体が国に準じた制度を導入している。

　　　２　介護休暇取得者数は、令和６(2024)年度中に介護休暇を取得した職員数である。

介護休暇
取得者数

要介護者別の取得者数（職員との続柄別）

介護休暇の期間別の取得者数

【第４表】介護時間の状況 ［単位：人］

配偶者 父 母 子
配偶者
の父母

祖父母
兄弟
姉妹

孫 その他

男性職員 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

女性職員 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

６月以下
６月超
１年以下

１年超
１年６月以下

１年６月超
２年以下

２年超
２年６月以下

２年６月超

男性職員 0 1 0 0 0 0 

女性職員 0 0 0 0 0 1 

（注）１　全団体が国に準じた制度を導入している。

　　　２　介護時間取得者数は、令和６(2024)年度中に介護休暇を取得した職員数である。

介護時間
取得者数

要介護者別の取得者数（職員との続柄別）

介護時間の期間別の取得者数
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５ 育児休業等の取得状況 

育児休業の新規取得者は、男性職員 195 人（前年度 173 人）、女性職員 221 人（前年度

236人）で、育児休業取得率は、男性職員 63.3％（前年度 52.9％）、女性職員 100.0％（前

年度 100.0％）となっている。 

令和７(2025)年４月１日現在、部分休業については、全 25 市町が制度を導入しており、

令和６(2024)年度の新規取得者は男性職員 17 人（前年度 14 人）、女性職員 171 人（前年

度 147 人）となっている。 

育児短時間勤務については、全 25市町が制度を導入しており、新規取得者は男性職員１

人（前年度１人）、女性職員５人（前年度８人）となっている。 

 

 

 

 

 

【第５表】育児休業等の取得状況 ［単位：人］

育児休業 部分休業
育児短時間

勤務
育児休業等
対象者数

男性職員 195 17 1 308 

女性職員 221 171 5 221 

計 416 188 6 529 

（注）　育児休業等対象者数は令和６(2024)年度中に新たに育児休業が取

　　　得可能となった職員数。

【第６表】育児休業の取得率の状況 ［単位：人］

全合計 一般行政部門 公営企業等 消防部門 教育委員会

男性職員 63.3% 77.2% 81.8% 20.5% 65.0%

女性職員 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

（注）　育児休業取得率は、令和６(2024)年度中に新たに育児休業が取得可能となった

　　　職員数に対する同年度中に新たに育児休業を取得した職員数の割合。

【第７-１表】育児休業の承認期間 ［単位：人］

育児休業
取得者数

１月以下
１月超
３月以下

３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超
12月以下

12月超
24月以下

24月超

男性職員 195 113 47 19 4 10 2 0 

女性職員 221 0 0 4 4 80 90 43 

計 416 113 47 23 8 90 92 43 
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【第７-２表】育児休業の承認期間 ［単位：人］

計 １週間未満
１週間以上
２週間未満

２週間以上
１月以下

１月超
57日以下

男性職員 80 5 5 60 10 

女性職員 0 0 0 0 0 

計 80 5 5 60 10 

計 １週間未満
１週間以上
２週間未満

２週間以上
１月以下

１月超

男性職員 115 5 6 32 72 

女性職員 221 0 0 0 221 

計 336 5 6 32 293 

出生後57日以内に終了するもの

出生後57日以内に終了しないもの

【第８-１表】部分休業の承認期間 ［単位：人］

部分休業
取得者数

１年以下
１年超
２年以下

２年超
３年以下

３年超
４年以下

４年超
５年以下

５年超

男性職員 17 15 2 0 0 0 0 

女性職員 171 153 8 3 1 3 3 

計 188 168 10 3 1 3 3 

【第８-２表】部分休業の取得期間 ［単位：人］

30分以下
30分超
60分以下

60分超
90分以下

90分超

男性職員 17 1 9 4 3 

女性職員 171 12 84 32 43 

計 188 13 93 36 46 

１日の部分休業取得時間（平均）
部分休業
取得者数

【第９-１表】育児短時間勤務の承認期間 ［単位：人］

３月以下
３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超

男性職員 1 1 0 0 0 

女性職員 5 0 3 1 1 

計 6 1 3 1 1 

育児短時間勤
務取得者数

１日の部分休業取得時間（平均）
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６ 会計年度任用職員の育児休業等の取得状況 

会計年度任用職員の育児休業の新規取得者は、男性職員１人、女性職員 35人で、育児休

業取得率は、男性職員、女性職員ともに 100.0％となっている。 

 

 

【第９-２表】育児短時間勤務職員の勤務形態 ［単位：人］

１日３時間55
分

１日４時間55
分

週３日 週２日半 その他

男性職員 1 0 1 0 0 0 

女性職員 5 3 1 1 0 0 

計 6 3 2 1 0 0 

育児短時間勤
務取得者数

育児短時間勤務職員の勤務形態

【第10表】配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得者数

［単位：人］

配偶者出産休
暇を取得した

職員数

育児参加のた
めの休暇を取
得した職員数

配偶者出産休暇
又は育児参加の
ための休暇を取
得した職員数

配偶者出産休暇
と育児参加のた
めの休暇を合わ
せて５日以上取
得した職員数

308 260 183 271 134 

令和６(2024)
年度中に新た
に育児休業が
取得可能と

なった男性職
員数

【第11表】会計年度任用職員の育児休業の取得状況

［単位：人］

育児休業
育児休業等
対象者数

男性職員 1 1 

女性職員 35 35 

計 36 36 

（注）　育児休業等対象者数は令和６(2024)年度中に新たに育児休業が取

　　　得可能となった職員数。

【第12表】会計年度任用職員の育児休業の取得率の状況 ［単位：人］

全合計 一般行政部門 公営企業等 消防部門 教育委員会

男性職員 100.0% 100.0% － － －

女性職員 100.0% 100.0% － － 100.0%

（注）　育児休業取得率は、令和６(2024)年度中に新たに育児休業が取得可能となった

　　　職員数に対する同年度中に新たに育児休業を取得した職員数の割合。
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７ 時間外勤務命令の上限規制制度の状況等 

令和７(2025)年４月１日現在の時間外勤務命令の上限規制制度の導入状況等は第 14 表

のとおりである。 

 

 

８ 時間外勤務等の状況 

職員１人当たりの平均時間外勤務時間の状況は第 15表のとおりである。市が月 13.2時

間、年 158.0時間、町が月 11.4時間、年 137.3 時間、全体では月 12.9 時間、年 155.0 時

間となっている。 

【第13-１表】会計年度任用職員の育児休業の承認期間 ［単位：人］

育児休業
取得者数

１月以下
１月超
３月以下

３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超
12月以下

12月超
24月以下

24月超

男性職員 1 1 0 0 0 0 0 0 

女性職員 35 4 8 7 8 8 0 0 

計 36 5 8 7 8 8 0 0 

【第13-２表】会計年度任用職員の育児休業の承認期間 ［単位：人］

計 １週間未満
１週間以上
２週間未満

２週間以上
１月以下

１月超
57日以下

男性職員 1 0 0 1 0 

女性職員 0 0 0 0 0 

計 1 0 0 1 0 

計 １週間未満
１週間以上
２週間未満

２週間以上
１月以下

１月超

男性職員 0 0 0 0 0 

女性職員 35 2 0 2 31 

計 35 2 0 2 31 

出生後57日以内に終了するもの

出生後57日以内に終了しないもの

【第14表】時間外勤務命令の上限規制制度の導入状況

［単位：団体］

他律的業務の比重
が高い部署の指定

特例業務
要因の整理、
分析及び検証

24 24 24 
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【第15表】平均時間外勤務時間数の状況 ［単位：時間］

時間(月) 時間(年) 時間(月) 時間(年) 時間(月) 時間(年)

市 13.3 159.7 13.2 158.0 ▲ 0.1 ▲ 1.7

町 12.7 152.3 11.4 137.3 ▲ 1.3 ▲ 15.0

計 13.2 158.7 12.9 155.0 ▲ 0.3 ▲ 3.7

（参考）
全国市区町村

10.8 130.0 10.7 128.4 ▲ 0.1 ▲ 1.6

令和５(2023)年度 令和６(2024)年度 増減

【第16表】時間外勤務の時間数が月45時間を超える職員の状況

［単位：人］

45時間超
100時間未満

100時間以上

5,257 4,961 296
(5.1%) (4.8%) (0.3%)

556 524 32
(3.2%) (3.0%) (0.2%)

5,813 5,485 328
(4.8%) (4.6%) (0.3%)

315,241 295,207 20,034
(4.1%) (3.8%) (0.3%)

※　延べ職員数は、各月（令和６(2024)年４月～令和７(2025)年３月）

　の職員数を合算したものである。

町

計

（参考）
全国市区町村

45時間超え職員数
（延べ職員数※
に占める割合）

市

【第17表】勤務時間管理の実施方法の状況 ［単位：団体］

勤務管理者の現認に
よる確認・記録

タイムカード、IC
カード、パソコンの
使用時間等の客観的
な記録による確認・

記録

職員本人からの
自己申告（システム
入力等）による
確認・記録

職員本人からの
自己申告（紙媒体）
による確認・記録

市 5 7 6 4 4

町 2 2 3 8 7

計 7 9 9 12 11

※　「職員本人からの自己申告のみ」欄には、「勤務時間管理方法」欄のうち「職員本人からの自己申告（シス

　テム入力等）による確認・記録」「職員本人からの自己申告（紙媒体）による確認・記録」のいずれか又は両

　方の方法しか講じていない団体数を計上している。

職員本人からの
自己申告のみ

実施の方法
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第２：競争試験等に関する事項 （市町） 

 

１ 競争試験区分別受験者数及び合格者数等の推移 

試験区分は、「上級試験又は大学卒業程度の試験」、「中級試験又は短大卒業程度の試

験」、「初級試験又は高校卒業程度の試験」及び「その他の試験」の４つに分類され、過

去５年間の競争試験における受験者数、合格者数及び採用者数の推移は第 18 表のとおり

である。 

 

 

２ 男女別採用者数の推移 

過去５年間の競争試験における男女別採用者数は、第 19表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

【第18表】競争試験における受験者数、合格者数、採用者数の推移 ［単位：団体、人］

実施団体 受験者数 合格者数 採用者数 実施団体 受験者数 合格者数 採用者数 実施団体 受験者数 合格者数 採用者数

上級又は
大学卒業程度

6 673 110 87 9 745 139 123 8 653 121 92 

中級又は
短大卒業程度

6 155 35 30 7 94 28 24 8 114 32 26 

初級又は
高校卒業程度

25 2,156 374 316 25 2,320 420 368 25 2,165 456 385 

その他の試験 1 1 1 1 0 - - - 0 - - -

計 25 2,985 520 434 25 3,159 587 515 25 2,932 609 503 

実施団体 受験者数 合格者数 採用者数 実施団体 受験者数 合格者数 採用者数

上級又は
大学卒業程度

9 677 150 125 12 747 197 174 

中級又は
短大卒業程度

10 120 40 39 10 117 39 37 

初級又は
高校卒業程度

25 1,852 433 375 25 2,645 486 402 

その他の試験 2 23 3 1 2 4 2 2 

計 25 2,672 626 540 25 3,513 724 615 

※実施団体は実団体数。

区分

令和２
(2020)年度

令和３
(2021)年度

令和４
(2022)年度

区分

令和５
(2023)年度

令和６
(2024)年度

【第19表】男女別採用者数の推移 ［単位：人］

計

※　令和５年度から、男女別の受験者及び合格者は調査せず、男女別の採用者数のみ調査。

434

男性

女性

(48.8%)

(51.2%)

令和２
(2020)年度

212

222

(52.6%)

令和３
(2021)年度

令和４
(2022)年度

271
(53.9%)

232

540

(47.4%)

515

244

271

(46.1%)

令和６
(2024)年度

309
(50.2%)

306
(49.8%)

615503

令和５
(2023)年度

283
(52.4%)

257
(47.6%)
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３ 中途採用試験の実施状況 

中途採用試験については、８市４町で経験者採用試験を、１市で経歴不問の中途採用試

験を実施した。中途試験の実施状況は、第 20 表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第20表】中途採用試験の実施状況 ［単位：団体、人］

実施団体数 受験者数 採用者数 実施団体数 受験者数 採用者数

市 14 8 330 44 1 175 18

町 11 4 18 5 0 0 0

計 25 12 348 49 1 175 18

（注）１　「経験者採用試験」とは、民間企業に勤務する等一定の社会経験を有する者を対象とした採用試験

　　　２　「経験不問の採用試験」とは、主に新卒者を対象に行う採用試験及び「経験者採用試験」以外の採用試験

経験者採用試験 経歴不問の中途採用試験
団体数
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第３：安全衛生に関する事項 （市町、一部事務組合及び広域連合） 

 

１ ストレスチェック・集団分析の実施状況 

ストレスチェック・集団分析の実施状況は第 21 表のとおりである。 

 

 

２ メンタルヘルス対策の取組状況 

メンタルヘルス対策の取組状況は第 22 表のとおりである。メンタルヘルス対策につい

ては、市町においては全部局で取組が実施されている。 

 
 

 

 

 

【第21表】ストレスチェック及び集団分析の実施状況

実施事業場数 実施事業場率 実施事業場数 実施事業場率 活用事業場数 活用事業場率

a b b/a c c/b d d/c

市 921 920 99.9% 887 96.4% 887 100.0% 

町 180 180 100.0% 173 96.1% 151 87.3% 

一部事務組合等 45 43 95.6% 30 69.8% 16 53.3% 

計 1,146 1,143 99.7% 1,090 95.4% 1,054 96.7% 

（注）１　「ストレスチェック」とは、労働安全衛生法第66条の10第１項に規定する「心理的な負担の程度を把握するための検査」をいう。

　　　２　「ストレスチェック実施事業場数」欄には、事業場の規模に関わらず、ストレスチェックを実施した事業場数を計上している。

　　　３　「集団分析」は、労働安全衛生規則第52条の14に規定されており、事業者は、ストレスチェックの実施者に対してストレスチェック結果を一定規模の集団ごとに

　　　　集計、分析させ、その結果を勘案し、その必要があると認めるときは、当該集団の労働者の実情を考慮して、当該集団の労働者の心理的な負担を軽減するための適

　　　　切な措置を講ずるよう努めなければならないこととされている。

　　　４　一部事務組合等については、専任の職員が所属する団体のみ調査対象としている（以下同様）。

集団分析 集団分析結果ストレスチェック
事業場数

区分

【第22表】メンタルヘルス対策の取組状況

取組部局数 割合 取組部局数 割合 取組部局数 割合

市 49 100.0% 14 100.0% 14 100.0% 

町 30 100.0% 11 100.0% 11 100.0% 

一部事務組合等 15 93.8% 8 88.9% 0 - 

計 94 98.9% 33 97.1% 25 100.0% 

取組部局数 割合 取組部局数 割合

市 7 100.0% 14 100.0% 

町 0 - 8 100.0% 

一部事務組合等 5 100.0% 2 100.0% 

計 12 100.0% 24 100.0% 

（注）　「割合」は、全部局数に占める、メンタルヘルス対策に取り組んでいる部局数の割合である。

区分

区分

全合計 首長 教育委員会

消防 公営企業
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３ メンタルヘルス不調による休務者の状況 

令和６(2024)年度のメンタルヘルス不調による休務者の状況は第 23 表のとおりである。 

 

 

４ 長時間勤務者に対する医師による面接指導等の状況 

令和７(2025)年４月１日現在の例規・指針等の整備状況及び令和６(2024)年度中の医師

による面接指導の実施状況は第 24表のとおりである。 

 

【第23表】メンタルヘルス不調による休務者の状況

休務者数
（参考）
在籍職員数

市 405 26,890 

町 52 4,183 

一部事務組合等 10 1,447 

計 467 32,520 

（注）１　原則として、令和６(2024)年度中にメンタルヘルス不調により引き続いて１か月以上の期間、

　　　　　病気休暇取得又は休暇した職員を休務者として計上している。

　　　２　前年度から引き続いて休務した者及び調査年度中に退職した者も含んでいる。

【第24表】長時間勤務者に対する医師による面接指導等の状況

１　面接指導の強化に係る例規・指針等の団体区分別整備状況の割合（令和７(2025)年４月１日現在）

部局数 割合 部局数 割合 部局数 割合

市 49 45 91.8% 0 0.0% 4 8.2% 

町 30 29 96.7% 0 0.0% 1 3.3% 

一部事務組合等 16 12 75.0% 0 0.0% 4 25.0% 

計 95 86 90.5% 0 0.0% 9 9.5% 

（注）　同一部局内で整備ができていない部門がある場合には、整備していない部局として計上している。

２　医師による面接指導の実施状況（令和６(2024)年度）

うち実際に医師
による面接指導
が行われた職員

市 780 217 

町 20 13 

一部事務組合等 0 0 

計 800 230 

医師による面接
指導の対象とな
る要件に該当し

た職員

令和７(2025)年４月１日
時点で整備済み

令和７(2025)年度中に
整備予定全部局数

整備時期未定
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５ 安全衛生管理体制の整備状況 

令和６(2024)年度の安全衛生管理体制状況は第 25表のとおりである。 

 

３　医師による面接指導が行われなかった職員のうちその主な理由（令和６(2024)年度）

割合 割合 割合

市 563 16 2.8% 495 87.9% 5 0.9% 

町 7 0 0.0% 4 57.1% 0 0.0% 

一部事務組合等 0 0 - 0 - 0 - 

計 570 16 2.8% 499 87.5% 5 0.9% 

（注）１　(※)労働安全衛生規則第52条の２第１項の規定により、時間外勤務時間算定の期日前１か月以内に面接指導などを受けた職員などについて、面接指導を受ける必要が

　　　　ないとして医師が判断した場合には面接指導を行わないことが認められている。

　　　２　割合は「医師による面接指導が行われなかった職員」に占める割合を示している。

職員が業務多忙
で面接時間を確
保できなかった

医師による面接
指導が行われな
かった職員

面接指導を受け
る必要が無いと
医師が判断した

(※)

職員に対し、面
接指導を受ける
ことを通知・勧
奨したが、反応
が無かった又は
職員自身が必要
ないと判断した

【第25表】安全衛生管理体制の整備状況

１　総括安全管理者、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者等及び産業医の整備状況

総括安全衛生
管理者

選任率 選任率 職場巡視実施率 選任率 職場巡視実施率

市 100.0% 88.9% 100.0% 98.5% 83.1% 

町 - - - 88.9% 56.3% 

一部事務組合等 - - - 75.0% 33.3% 

計 100.0% 88.9% 100.0% 94.6% 74.7% 

安全衛生
推進者等

選任率 選任率 職場巡視実施率 情報提供実施率

市 93.7% 92.4% 39.3% 96.7% 

町 83.8% 83.3% 40.0% 93.3% 

一部事務組合等 67.7% 87.5% 14.3% 57.1% 

計 91.2% 90.2% 37.3% 92.8% 

（注）１　それぞれ労働安全衛生法に基づく選任・設置状況等の割合を計上している。

　　　２　「情報提供を行っている事業場数」は、労働安全衛生法第13条に基づき産業医

　　　　に情報提供している事業場の割合を計上している。

産業医

安全管理者 衛生管理者
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２　安全委員会及び衛生委員会の整備状況

設置率
毎月１回以上
委員会開催率

設置率
毎月１回以上
委員会開催率

市 100.0% 75.0% 93.9% 54.8% 

町 - - 88.9% 0.0% 

一部事務組合等 - - 75.0% 50.0% 

計 100.0% 75.0% 91.3% 44.0% 

（注）　それぞれ労働安全衛生法に基づく選任・設置状況等の割合を計上している。

安全委員会 衛生委員会
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資料編 



１　早出遅出勤務制度・フレックスタイム制度の導入状況（令和７(2025)年４月１日現在）

業 務 上 の
早 出 遅 出

育 児 ・ 介 護
の た め の
早 出 遅 出

通勤混雑緩和
の た め の
時 差 通 勤

疲労蓄積防止
の た め の
早 出 遅 出

修学等のため
の 早 出 遅 出

障害の特性等
に 応 じ た
早 出 遅 出

導入状況

週休日のほか、
勤務時間を割り
振らない日を設

けること

1 宇 都 宮 市 ○ ○ ○ ○

2 足 利 市 ○

3 栃 木 市 ○ ○ ○ ○ ○

4 佐 野 市 ○ ○

5 鹿 沼 市 ○ ○ ○

6 日 光 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 小 山 市 ○ ○

8 真 岡 市 ○ ○ ○ ○ ○

9 大 田 原 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 矢 板 市 ○ ○ ○ ○ ○

11 那 須 塩 原 市 ○ ○ ○

12 さ く ら 市 ○ ○

13 那 須 烏 山 市 ○ ○ ○ ○

14 下 野 市 ○ ○ ○ ○

15 上 三 川 町 ○ ○ ○

16 益 子 町 ○ ○ ○ ○

17 茂 木 町 ○ ○ ○

18 市 貝 町 ○ ○

19 芳 賀 町 ○ ○ ○

20 壬 生 町 ○ ○ ○ ○

21 野 木 町 ○ ○ ○

22 塩 谷 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○

23 高 根 沢 町 ○ ○ ○

24 那 須 町 ○ ○

25 那 珂 川 町 ○ ○

8 12 14 5 3 2 2 5 3

4 6 11 0 0 0 2 8 4

12 18 25 5 3 2 4 13 7
（注）１　調査対象は、非現業の一般職に属する職員（会計年度任用職員を除く。）のうち、首長部局に勤務する職員で一般的には月曜日から金
　　　　曜日に勤務し、午後８時30分から午後５時15分の時間帯（それに準じた時間帯）に勤務時間が割り振られている者（交替制等勤務職員は
　　　　除く。）に適用される制度。
　　　２　「時差出勤制度」とは、基本の勤務時間（例：８時30分から17時15分の時間帯）に加えて複数の勤務時間パターンを設定し、公務に支
　　　　障がない範囲内で、職員の申告により勤務時間を割り振る制度を想定。申告に際して理由を問わない点で、各種早出遅出制度とは異なる。
　　　３　「時差出勤制度」を導入している団体において、「各種早出遅出制度」について、時差出勤制度よりも広範な勤務時間パターンの設定
　　　　を行っている場合等、制度を存続させている団体については、「○（導入済）」となっている。

フレックス タイム制度各種早出遅出制度

導入済市計

導入済町計

導入済合計

団体名
時 差 出 勤
制 度
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２　年次有給休暇の取得状況

　（令和６(2024）年４月１日～令和７(2025)年３月31日の実績）

総取得日数 全対象職員数 平均取得日数

（A) （B) （A）/（B)

(日) (人) (日)

1 宇 都 宮 市 31,099.0 2,027 15.3

2 足 利 市 7,232.4 582 12.4

3 栃 木 市 10,867.8 781 13.9

4 佐 野 市 7,587.5 522 14.5

5 鹿 沼 市 7,755.8 530 14.6

6 日 光 市 8,255.0 547 15.1

7 小 山 市 10,848.3 755 14.4

8 真 岡 市 5,286.7 354 14.9

9 大 田 原 市 6,174.2 406 15.2

10 矢 板 市 1,966.0 177 11.1

11 那 須 塩 原 市 8,498.9 585 14.5

12 さ く ら 市 3,867.5 259 14.9

13 那 須 烏 山 市 2,663.6 199 13.4

14 下 野 市 4,538.3 289 15.7

15 上 三 川 町 1,915.5 151 12.7

16 益 子 町 1,292.8 102 12.7

17 茂 木 町 1,060.0 85 12.5

18 市 貝 町 1,127.7 72 15.7

19 芳 賀 町 1,384.1 108 12.8

20 壬 生 町 2,507.7 184 13.6

21 野 木 町 1,219.3 98 12.4

22 塩 谷 町 1,455.0 119 12.2

23 高 根 沢 町 1,557.5 119 13.1

24 那 須 町 2,282.0 144 15.8

25 那 珂 川 町 1,993.0 154 12.9

116,641.0 8,013 14.6

17,794.6 1,336 13.3

134,435.6 9,349 14.4

（注）　調査対象は、首長部局に勤務する非現業の一般職に属する

　　　職員のうち、調査対象の全期間在職した者。　　

合　計

団体名

市　計

町　計
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３　介護休暇の取得状況（令和６(2024)年度）

■男性職員 （単位：人）

配偶者 父 母 子
配偶者
の父母

祖父母
兄弟
姉妹

孫 その他 １月以下
１月超

２月以下
２月超

３月以下
３月超

４月以下
４月超

５月以下
５月超

1 宇 都 宮 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 足 利 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 栃 木 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 佐 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 鹿 沼 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 日 光 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 小 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 真 岡 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 大 田 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 矢 板 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 那須塩原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 さ く ら 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 那須烏山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 下 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 上 三 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 益 子 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 茂 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 市 貝 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 芳 賀 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 壬 生 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 野 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 塩 谷 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 高 根 沢 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 那 須 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 那 珂 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（注）１　全団体が国に準じた制度を導入している。
　　　２　介護休暇取得者数は、令和６(2024)年度中に介護休暇を取得した職員数である。

合　計

団体名
介護休暇
取得者数

要介護者別の取得者数（職員との続柄別） 介護休暇の期間別の取得者数

市　計

町　計
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３　介護休暇の取得状況（令和６(2024)年度）

■女性職員 （単位：人）

配偶者 父 母 子
配偶者
の父母

祖父母
兄弟
姉妹

孫 その他 １月以下
１月超

２月以下
２月超

３月以下
３月超

４月以下
４月超

５月以下
５月超

1 宇 都 宮 市 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

2 足 利 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 栃 木 市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

4 佐 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 鹿 沼 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 日 光 市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

7 小 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 真 岡 市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

9 大 田 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 矢 板 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 那須塩原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 さ く ら 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 那須烏山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 下 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 上 三 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 益 子 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 茂 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 市 貝 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 芳 賀 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 壬 生 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 野 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 塩 谷 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 高 根 沢 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 那 須 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 那 珂 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 1 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 1 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1

（注）１　全団体が国に準じた制度を導入している。
　　　２　介護休暇取得者数は、令和６(2024)年度中に介護休暇を取得した職員数である。

町　計

合　計

団体名
介護休暇
取得者数

要介護者別の取得者数（職員との続柄別） 介護休暇の期間別の取得者数

市　計
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４　介護時間の取得状況（令和６(2024)年度）

■男性職員 （単位：人）

配偶者 父 母 子
配偶者
の父母

祖父母
兄弟
姉妹

孫 その他 ６月以下
６月超
１年以下

１年超
１年６月以下

１年６月超
２年以下

２年超
２年６月以下 ２年６月超

1 宇 都 宮 市 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

2 足 利 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 栃 木 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 佐 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 鹿 沼 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 日 光 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 小 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 真 岡 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 大 田 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 矢 板 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 那 須 塩 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 さ く ら 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 那 須 烏 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 下 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 上 三 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 益 子 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 茂 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 市 貝 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 芳 賀 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 壬 生 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 野 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 塩 谷 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 高 根 沢 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 那 須 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 那 珂 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

（注）１　全団体が国に準じた制度を導入している。
　　　２　介護時間取得者数は、令和６(2024)年度中に介護休暇を取得した職員数である。

合　計

団体名
介護時間
取得者数

要介護者別の取得者数（職員との続柄別） 介護時間の期間別の取得者数

市　計

町　計
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４　介護時間の取得状況（令和６(2024)年度）

■女性職員 （単位：人）

配偶者 父 母 子
配偶者
の父母

祖父母
兄弟
姉妹

孫 その他 ６月以下
６月超
１年以下

１年超
１年６月以下

１年６月超
２年以下

２年超
２年６月以下 ２年６月超

1 宇 都 宮 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 足 利 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 栃 木 市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

4 佐 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 鹿 沼 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 日 光 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 小 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 真 岡 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 大 田 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 矢 板 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 那 須 塩 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 さ く ら 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 那 須 烏 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 下 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 上 三 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 益 子 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 茂 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 市 貝 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 芳 賀 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 壬 生 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 野 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 塩 谷 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 高 根 沢 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 那 須 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 那 珂 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

（注）１　全団体が国に準じた制度を導入している。
　　　２　介護時間取得者数は、令和６(2024)年度中に介護休暇を取得した職員数である。

町　計

合　計

団体名
介護時間
取得者数

要介護者別の取得者数（職員との続柄別） 介護時間の期間別の取得者数

市　計
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５-１　育児休業等の取得状況（令和６(2024)年度）

(1)　令和６(2024)年度に新たに取得した育児休業（全部門合計）

■男性職員 （単位：人）

（A） （B） (B)/(A)

1 宇 都 宮 市 68 54 79.4% 37 15 1 0 0 1 0 3 7 27

2 足 利 市 18 11 61.1% 7 2 2 0 0 0 0 0 0 7

3 栃 木 市 24 8 33.3% 1 3 2 0 2 0 0 1 0 0

4 佐 野 市 20 10 50.0% 7 3 0 0 0 0 0 0 1 6

5 鹿 沼 市 24 13 54.2% 3 5 3 1 1 0 0 0 0 3

6 日 光 市 17 10 58.8% 8 1 1 0 0 0 0 1 0 7

7 小 山 市 33 19 57.6% 15 3 1 0 0 0 0 0 2 13

8 真 岡 市 7 6 85.7% 5 1 0 0 0 0 0 2 1 2

9 大 田 原 市 12 8 66.7% 3 4 1 0 0 0 0 0 0 3

10 矢 板 市 4 3 75.0% 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2

11 那 須 塩 原 市 16 12 75.0% 5 2 2 0 2 1 0 0 0 5

12 さ く ら 市 5 4 80.0% 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

13 那 須 烏 山 市 5 4 80.0% 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0

14 下 野 市 10 9 90.0% 3 2 2 1 1 0 0 0 0 3

15 上 三 川 町 5 5 100.0% 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4

16 益 子 町 4 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 茂 木 町 3 4 133.3% 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2

18 市 貝 町 1 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 芳 賀 町 4 3 75.0% 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1

20 壬 生 町 6 2 33.3% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1

21 野 木 町 4 1 25.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

22 塩 谷 町 7 3 42.9% 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0

23 高 根 沢 町 4 2 50.0% 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1

24 那 須 町 6 4 66.7% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1

25 那 珂 川 町 1 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

263 171 65.0% 101 43 15 2 8 2 0 8 11 82

45 24 53.3% 12 4 4 2 2 0 0 2 0 10

308 195 63.3% 113 47 19 4 10 2 0 10 11 92

（注）１　「育児休業取得者数」には、令和５(2023)年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和６(2024)年度から新たに取得した者が含まれる。

　　　２　「育児休業取得率」は、「令和６(2024)年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数」に占める「育児休業取得者数」の割合である。

　　　３　「（参考）１月以下の育児休業承認期間の内訳」については、令和６(2024)年度中に新たに育児休業を取得した職員で年度中に同一の子について２回以上育児休業をすた期間があ

　　　　る場合には、当該期間を合算した上で計上（月数計算は育児休業取得日数を30で除し小数点第２位で四捨五入した値で計上）。そのため、「育児休業承認期間（１月以下）」の人数

　　　　とは一致しない。

１月以下
１月超
３月以下

団体名

令和６(2024)年度
中に新たに育児休
業等が取得可能と
なった職員数

育児休業
取得者数

育児休業
取得率

育　児　休　業　承　認　期　間

３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超
12月以下

12月超
24月以下

24月超 １週間未満

（参考）１月以下の
育児休業承認期間の内訳

１週間以上
２週間未満

２週間以上
１月以下

市　計

町　計

合　計
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５-１　育児休業等の取得状況（令和６(2024)年度）

(1)　令和６(2024)年度に新たに取得した育児休業（全部門合計）

■女性職員 （単位：人）

（A） （B） (B)/(A)

1 宇 都 宮 市 44 44 100.0% 0 0 0 1 17 17 9

2 足 利 市 9 9 100.0% 0 0 0 0 0 7 2

3 栃 木 市 18 18 100.0% 0 0 0 0 5 8 5

4 佐 野 市 12 12 100.0% 0 0 0 0 3 6 3

5 鹿 沼 市 15 15 100.0% 0 0 1 0 8 5 1

6 日 光 市 3 3 100.0% 0 0 0 0 0 2 1

7 小 山 市 17 17 100.0% 0 0 1 0 6 5 5

8 真 岡 市 9 9 100.0% 0 0 0 0 4 2 3

9 大 田 原 市 9 9 100.0% 0 0 0 0 4 4 1

10 矢 板 市 3 3 100.0% 0 0 0 0 0 3 0

11 那 須 塩 原 市 19 19 100.0% 0 0 0 0 8 5 6

12 さ く ら 市 10 10 100.0% 0 0 1 0 5 4 0

13 那 須 烏 山 市 5 5 100.0% 0 0 0 1 3 1 0

14 下 野 市 10 10 100.0% 0 0 0 0 5 3 2

15 上 三 川 町 6 6 100.0% 0 0 1 0 4 1 0

16 益 子 町 4 4 100.0% 0 0 0 1 0 2 1

17 茂 木 町 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 1 0

18 市 貝 町 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 1 0

19 芳 賀 町 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 1 1

20 壬 生 町 4 4 100.0% 0 0 0 0 1 1 2

21 野 木 町 4 4 100.0% 0 0 0 0 1 2 1

22 塩 谷 町 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 0 0

23 高 根 沢 町 3 3 100.0% 0 0 0 1 1 1 0

24 那 須 町 7 7 100.0% 0 0 0 0 1 6 0

25 那 珂 川 町 4 4 100.0% 0 0 0 0 2 2 0

183 183 100.0% 0 0 3 2 68 72 38

38 38 100.0% 0 0 1 2 12 18 5

221 221 100.0% 0 0 4 4 80 90 43

（注）１　「育児休業取得者数」には、令和５(2023)年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和６(2024)年度から新たに取得した者が含まれる。

　　　２　「育児休業取得率」は、「令和６(2024)年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数」に占める「育児休業取得者数」の割合である。

　　　３　「（参考）１月以下の育児休業承認期間の内訳」については、令和６(2024)年度中に新たに育児休業を取得した職員で年度中に同一の子について２回以上育児休業をすた期間があ

　　　　る場合には、当該期間を合算した上で計上（月数計算は育児休業取得日数を30で除し小数点第２位で四捨五入した値で計上）。そのため、「育児休業承認期間（１月以下）」の人数

　　　　とは一致しない。

１月以下
１月超
３月以下

３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超
12月以下

12月超
24月以下

24月超

育　児　休　業　承　認　期　間

団体名

令和６(2024)年度
中に新たに育児休
業等が取得可能と
なった職員数

育児休業
取得者数

育児休業
取得率

合　計

市　計

町　計
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５-１　育児休業等の取得状況（令和６(2024)年度）

(2)　令和６(2024)年度に新たに取得した育児休業の内訳

■男性職員 （単位：人）

合計 １週間未満
１週間以上
２週間未満

２週間以上
１月以下

１月超
57日以下

合計 １週間未満
１週間以上
２週間未満

２週間以上
１月以下

１月超

1 宇 都 宮 市 54 10 1 2 7 0 44 2 5 20 17

2 足 利 市 11 7 0 0 6 1 4 0 0 1 3

3 栃 木 市 8 3 0 0 0 3 5 1 0 0 4

4 佐 野 市 10 8 0 1 5 2 2 0 0 1 1

5 鹿 沼 市 13 0 0 0 0 0 13 0 0 3 10

6 日 光 市 10 8 1 0 7 0 2 0 0 0 2

7 小 山 市 19 16 0 2 13 1 3 0 0 0 3

8 真 岡 市 6 4 2 0 2 0 2 0 1 0 1

9 大 田 原 市 8 3 0 0 3 0 5 0 0 0 5

10 矢 板 市 3 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1

11 那 須 塩 原 市 12 6 0 0 5 1 6 0 0 0 6

12 さ く ら 市 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0

13 那 須 烏 山 市 4 2 1 0 0 1 2 0 0 0 2

14 下 野 市 9 4 0 0 3 1 5 0 0 0 5

15 上 三 川 町 5 0 0 0 0 0 5 0 0 4 1

16 益 子 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 茂 木 町 4 0 0 0 0 0 4 0 0 2 2

18 市 貝 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 芳 賀 町 3 1 0 0 1 0 2 0 0 0 2

20 壬 生 町 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1

21 野 木 町 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

22 塩 谷 町 3 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1

23 高 根 沢 町 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1

24 那 須 町 4 0 0 0 0 0 4 0 0 1 3

25 那 珂 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

171 77 5 5 57 10 94 3 6 25 60

24 3 0 0 3 0 21 2 0 7 12

195 80 5 5 60 10 115 5 6 32 72

（注）　「育児休業取得者数」には、令和５(2023)年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和６(2024)年度から新たに取得した者が含まれる。

令和６(2024)年度に新たに取得した育児休業（１回目の育児休
業のうち、出生後57日以内に終了しないもの。）

育 児 休 業 承 認 期 間　　

市　計

町　計

合　計

団体名
育児休業
取得者数

令和６(2024)年度に新たに取得した育児休業（１回目の育児休
業のうち、出生後57日以内に終了するもの。）

育 児 休 業 承 認 期 間　　
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５-１　育児休業等の取得状況（令和６(2024)年度）

(2)　令和６(2024)年度に新たに取得した育児休業の内訳

■女性職員 （単位：人）

合計 １週間未満
１週間以上
２週間未満

２週間以上
１月以下

１月超
57日以下

合計 １週間未満
１週間以上
２週間未満

２週間以上
１月以下

１月超

1 宇 都 宮 市 44 0 0 0 0 0 44 0 0 0 44

2 足 利 市 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9

3 栃 木 市 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18

4 佐 野 市 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12

5 鹿 沼 市 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15

6 日 光 市 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3

7 小 山 市 17 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17

8 真 岡 市 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9

9 大 田 原 市 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9

10 矢 板 市 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3

11 那 須 塩 原 市 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19

12 さ く ら 市 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10

13 那 須 烏 山 市 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5

14 下 野 市 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10

15 上 三 川 町 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6

16 益 子 町 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4

17 茂 木 町 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

18 市 貝 町 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

19 芳 賀 町 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

20 壬 生 町 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4

21 野 木 町 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4

22 塩 谷 町 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

23 高 根 沢 町 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3

24 那 須 町 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7

25 那 珂 川 町 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4

183 0 0 0 0 0 183 0 0 0 183

38 0 0 0 0 0 38 0 0 0 38

221 0 0 0 0 0 221 0 0 0 221

（注）　「育児休業取得者数」には、令和５(2023)年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和６(2024)年度から新たに取得した者が含まれる。

育 児 休 業 承 認 期 間　　

市　計

町　計

合　計

団体名
育児休業
取得者数

令和６(2024)年度に新たに取得した育児休業（１回目の育児休
業のうち、出生後57日以内に終了するもの。）

令和６(2024)年度に新たに取得した育児休業（１回目の育児休
業のうち、出生後57日以内に終了しないもの。）

育 児 休 業 承 認 期 間　　
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５-１　育児休業等の取得状況（令和６(2024)年度）

(3)　令和６(2024)年度に再度取得した育児休業

■男性職員 （単位：人）

合計 １月以下
１月超
３月以下

３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超
12月以下

12月超
24月以下

24月超

1 宇 都 宮 市 12 9 2 1 0 0 0 0

2 足 利 市 0 0 0 0 0 0 0 0

3 栃 木 市 1 0 1 0 0 0 0 0

4 佐 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0

5 鹿 沼 市 0 0 0 0 0 0 0 0

6 日 光 市 0 0 0 0 0 0 0 0

7 小 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0

8 真 岡 市 3 2 0 1 0 0 0 0

9 大 田 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0

10 矢 板 市 0 0 0 0 0 0 0 0

11 那 須 塩 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0

12 さ く ら 市 0 0 0 0 0 0 0 0

13 那 須 烏 山 市 1 1 0 0 0 0 0 0

14 下 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0

15 上 三 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0

16 益 子 町 0 0 0 0 0 0 0 0

17 茂 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0

18 市 貝 町 0 0 0 0 0 0 0 0

19 芳 賀 町 1 1 0 0 0 0 0 0

20 壬 生 町 2 2 0 0 0 0 0 0

21 野 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0

22 塩 谷 町 0 0 0 0 0 0 0 0

23 高 根 沢 町 0 0 0 0 0 0 0 0

24 那 須 町 0 0 0 0 0 0 0 0

25 那 珂 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0

17 12 3 2 0 0 0 0

3 3 0 0 0 0 0 0

20 15 3 2 0 0 0 0

団体名

再び育児休業を取得したもの
（条例で定める特別の事情による再度の取得を除く）

育　児　休　業　承　認　期　間　　　　　

市　計

町　計

合　計
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５-１　育児休業等の取得状況（令和６(2024)年度）

(3)　令和６(2024)年度に再度取得した育児休業

■女性職員 （単位：人）

合計 １月以下
１月超
３月以下

３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超
12月以下

12月超
24月以下

24月超

1 宇 都 宮 市 0 0 0 0 0 0 0 0

2 足 利 市 0 0 0 0 0 0 0 0

3 栃 木 市 0 0 0 0 0 0 0 0

4 佐 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0

5 鹿 沼 市 0 0 0 0 0 0 0 0

6 日 光 市 0 0 0 0 0 0 0 0

7 小 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0

8 真 岡 市 0 0 0 0 0 0 0 0

9 大 田 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0

10 矢 板 市 0 0 0 0 0 0 0 0

11 那 須 塩 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0

12 さ く ら 市 0 0 0 0 0 0 0 0

13 那 須 烏 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0

14 下 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0

15 上 三 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0

16 益 子 町 0 0 0 0 0 0 0 0

17 茂 木 町 1 0 0 0 0 0 1 0

18 市 貝 町 0 0 0 0 0 0 0 0

19 芳 賀 町 0 0 0 0 0 0 0 0

20 壬 生 町 0 0 0 0 0 0 0 0

21 野 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0

22 塩 谷 町 0 0 0 0 0 0 0 0

23 高 根 沢 町 0 0 0 0 0 0 0 0

24 那 須 町 0 0 0 0 0 0 0 0

25 那 珂 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 1 0

1 0 0 0 0 0 1 0合　計

市　計

町　計

育　児　休　業　承　認　期　間　　　　　団体名

再び育児休業を取得したもの
（条例で定める特別の事情による再度の取得を除く）
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５-１-１　育児休業等の取得状況（令和６(2024)年度・一般行政部門）

１　令和６(2024)年度中に新たに取得した育児休業（一般行政部門）

■男性職員 （単位：人）

（A） （B） (B)/(A)

1 宇 都 宮 市 41 37 90.2% 24 13 0 0 0 0 0 2 5 17

2 足 利 市 10 10 100.0% 6 2 2 0 0 0 0 0 0 6

3 栃 木 市 12 5 41.7% 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0

4 佐 野 市 12 9 75.0% 6 3 0 0 0 0 0 0 1 5

5 鹿 沼 市 15 12 80.0% 3 5 2 1 1 0 0 0 0 3

6 日 光 市 7 8 114.3% 7 0 1 0 0 0 0 1 0 6

7 小 山 市 13 13 100.0% 9 3 1 0 0 0 0 0 1 8

8 真 岡 市 7 5 71.4% 4 1 0 0 0 0 0 2 1 1

9 大 田 原 市 9 6 66.7% 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3

10 矢 板 市 2 2 100.0% 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1

11 那 須 塩 原 市 15 12 80.0% 5 2 2 0 2 1 0 0 0 5

12 さ く ら 市 5 4 80.0% 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

13 那 須 烏 山 市 5 4 80.0% 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0

14 下 野 市 4 3 75.0% 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1

15 上 三 川 町 5 5 100.0% 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4

16 益 子 町 4 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 茂 木 町 2 3 150.0% 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1

18 市 貝 町 1 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 芳 賀 町 3 3 100.0% 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1

20 壬 生 町 6 2 33.3% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1

21 野 木 町 3 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 塩 谷 町 5 3 60.0% 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0

23 高 根 沢 町 3 1 33.3% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

24 那 須 町 3 2 66.7% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

25 那 珂 川 町 1 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

157 130 82.8% 75 35 10 2 7 1 0 7 8 60

36 19 52.8% 9 4 3 1 2 0 0 2 0 7

193 149 77.2% 84 39 13 3 9 1 0 9 8 67

（注）１　「育児休業取得者数」には、令和５(2023)年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和６(2024)年度から新たに取得した者が含まれる。

　　　２　「育児休業取得率」は、「令和６(2024)年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数」に占める「育児休業取得者数」の割合である。

　　　３　「（参考）１月以下の育児休業承認期間の内訳」については、令和６(2024)年度中に新たに育児休業を取得した職員で年度中に同一の子について２回以上育児休業をすた期間があ

　　　　る場合には、当該期間を合算した上で計上（月数計算は育児休業取得日数を30で除し小数点第２位で四捨五入した値で計上）。そのため、「育児休業承認期間（１月以下）」の人数

　　　　とは一致しない。

団体名

令和６(2024)年度
中に新たに育児休
業等が取得可能と
なった職員数

育児休業
取得者数

育児休業
取得率

育　児　休　業　承　認　期　間

12月超
24月以下

24月超 １週間未満
１週間以上
２週間未満

（参考）１月以下の
育児休業承認期間の内訳

２週間以上
１月以下

１月以下
１月超
３月以下

３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超
12月以下

市　計

町　計

合　計
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５-１-１　育児休業等の取得状況（令和６(2024)年度・一般行政部門）

１　令和６(2024)年度中に新たに取得した育児休業（一般行政部門）

■女性職員 （単位：人）

（A） （B） (B)/(A)

1 宇 都 宮 市 38 38 100.0% 0 0 0 1 16 15 6

2 足 利 市 7 7 100.0% 0 0 0 0 0 5 2

3 栃 木 市 17 17 100.0% 0 0 0 0 4 8 5

4 佐 野 市 11 11 100.0% 0 0 0 0 2 6 3

5 鹿 沼 市 13 13 100.0% 0 0 1 0 7 4 1

6 日 光 市 3 3 100.0% 0 0 0 0 0 2 1

7 小 山 市 15 15 100.0% 0 0 0 0 6 4 5

8 真 岡 市 9 9 100.0% 0 0 0 0 4 2 3

9 大 田 原 市 7 7 100.0% 0 0 0 0 2 4 1

10 矢 板 市 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 2 0

11 那 須 塩 原 市 16 16 100.0% 0 0 0 0 7 4 5

12 さ く ら 市 10 10 100.0% 0 0 1 0 5 4 0

13 那 須 烏 山 市 5 5 100.0% 0 0 0 1 3 1 0

14 下 野 市 10 10 100.0% 0 0 0 0 5 3 2

15 上 三 川 町 6 6 100.0% 0 0 1 0 4 1 0

16 益 子 町 3 3 100.0% 0 0 0 1 0 1 1

17 茂 木 町 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 1 0

18 市 貝 町 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 1 0

19 芳 賀 町 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 1 1

20 壬 生 町 3 3 100.0% 0 0 0 0 1 1 1

21 野 木 町 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 1 1

22 塩 谷 町 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 0 0

23 高 根 沢 町 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 1 0

24 那 須 町 3 3 100.0% 0 0 0 0 1 2 0

25 那 珂 川 町 3 3 100.0% 0 0 0 0 2 1 0

163 163 100.0% 0 0 2 2 61 64 34

28 28 100.0% 0 0 1 2 10 11 4

191 191 100.0% 0 0 3 4 71 75 38

（注）１　「育児休業取得者数」には、令和５(2023)年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和６(2024)年度から新たに取得した者が含まれる。

　　　２　「育児休業取得率」は、「令和６(2024)年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数」に占める「育児休業取得者数」の割合である。

　　　３　「（参考）１月以下の育児休業承認期間の内訳」については、令和６(2024)年度中に新たに育児休業を取得した職員で年度中に同一の子について２回以上育児休業をすた期間があ

　　　　る場合には、当該期間を合算した上で計上（月数計算は育児休業取得日数を30で除し小数点第２位で四捨五入した値で計上）。そのため、「育児休業承認期間（１月以下）」の人数

　　　　とは一致しない。

団体名

令和６(2024)年度
中に新たに育児休
業等が取得可能と
なった職員数

市　計

町　計

合　計

育児休業
取得率

育　児　休　業　承　認　期　間

１月以下
１月超
３月以下

３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超
12月以下

12月超
24月以下

24月超

育児休業
取得者数
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５-１-２　育児休業等の取得状況（令和６(2024)年度・公営企業等）

１　令和６(2024)年度中に新たに取得した育児休業（公営企業等）

■男性職員 （単位：人）

（A） （B） (B)/(A)

1 宇 都 宮 市 11 9 81.8% 7 1 1 0 0 0 0 1 0 6

2 足 利 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 栃 木 市 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

4 佐 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 鹿 沼 市 1 1 100.0% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

6 日 光 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 小 山 市 1 1 100.0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

8 真 岡 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 大 田 原 市 1 1 100.0% 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

10 矢 板 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 那 須 塩 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 さ く ら 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 那 須 烏 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 下 野 市 4 4 100.0% 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1

15 上 三 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 益 子 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 茂 木 町 1 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 市 貝 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 芳 賀 町 1 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 壬 生 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 野 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 塩 谷 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 高 根 沢 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 那 須 町 1 1 100.0% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

25 那 珂 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 17 89.5% 9 4 3 0 1 0 0 1 0 8

3 1 33.3% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

22 18 81.8% 9 4 4 0 1 0 0 1 0 8

（注）１　「育児休業取得者数」には、令和５(2023)年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和６(2024)年度から新たに取得した者が含まれる。

　　　２　「育児休業取得率」は、「令和６(2024)年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数」に占める「育児休業取得者数」の割合である。

　　　３　「（参考）１月以下の育児休業承認期間の内訳」については、令和６(2024)年度中に新たに育児休業を取得した職員で年度中に同一の子について２回以上育児休業をすた期間があ

　　　　る場合には、当該期間を合算した上で計上（月数計算は育児休業取得日数を30で除し小数点第２位で四捨五入した値で計上）。そのため、「育児休業承認期間（１月以下）」の人数

　　　　とは一致しない。

団体名

令和６(2024)年度
中に新たに育児休
業等が取得可能と
なった職員数

育児休業
取得者数

育児休業
取得率

育　児　休　業　承　認　期　間

12月超
24月以下

24月超 １週間未満
１週間以上
２週間未満

（参考）１月以下の
育児休業承認期間の内訳

２週間以上
１月以下

１月以下
１月超
３月以下

３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超
12月以下

市　計

町　計

合　計
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５-１-２　育児休業等の取得状況（令和６(2024)年度・公営企業等）

１　令和６(2024)年度中に新たに取得した育児休業（公営企業等）

■女性職員 （単位：人）

（A） （B） (B)/(A)

1 宇 都 宮 市 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 1 1

2 足 利 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 栃 木 市 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 0 0

4 佐 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 鹿 沼 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 日 光 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 小 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 真 岡 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 大 田 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 矢 板 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 那 須 塩 原 市 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 1 1

12 さ く ら 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 那 須 烏 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 下 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 上 三 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 益 子 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 茂 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 市 貝 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 芳 賀 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 壬 生 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 野 木 町 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 1 0

22 塩 谷 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 高 根 沢 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 那 須 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 那 珂 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 5 100.0% 0 0 0 0 1 2 2

1 1 100.0% 0 0 0 0 0 1 0

6 6 100.0% 0 0 0 0 1 3 2

（注）１　「育児休業取得者数」には、令和５(2023)年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和６(2024)年度から新たに取得した者が含まれる。

　　　２　「育児休業取得率」は、「令和６(2024)年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数」に占める「育児休業取得者数」の割合である。

　　　３　「（参考）１月以下の育児休業承認期間の内訳」については、令和６(2024)年度中に新たに育児休業を取得した職員で年度中に同一の子について２回以上育児休業をすた期間があ

　　　　る場合には、当該期間を合算した上で計上（月数計算は育児休業取得日数を30で除し小数点第２位で四捨五入した値で計上）。そのため、「育児休業承認期間（１月以下）」の人数

　　　　とは一致しない。

団体名

令和６(2024)年度
中に新たに育児休
業等が取得可能と
なった職員数

市　計

町　計

合　計

育児休業
取得率

育　児　休　業　承　認　期　間

１月以下
１月超
３月以下

３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超
12月以下

12月超
24月以下

24月超

育児休業
取得者数
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５-１-３　育児休業等の取得状況（令和６(2024)年度・消防部門）

１　令和６(2024)年度中に新たに取得した育児休業（消防部門）

■男性職員 （単位：人）

（A） （B） (B)/(A)

1 宇 都 宮 市 14 6 42.9% 5 1 0 0 0 0 0 0 1 4

2 足 利 市 7 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 栃 木 市 11 2 18.2% 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

4 佐 野 市 7 1 14.3% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

5 鹿 沼 市 7 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 日 光 市 9 2 22.2% 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

7 小 山 市 18 4 22.2% 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

73 15 20.5% 11 4 0 0 0 0 0 0 1 10
（注）１　「育児休業取得者数」には、令和５(2023)年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和６(2024)年度から新たに取得した者が含まれる。

　　　２　「育児休業取得率」は、「令和６(2024)年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数」に占める「育児休業取得者数」の割合である。

　　　３　「（参考）１月以下の育児休業承認期間の内訳」については、令和６(2024)年度中に新たに育児休業を取得した職員で年度中に同一の子について２回以上育児休業をすた期間があ

　　　　る場合には、当該期間を合算した上で計上（月数計算は育児休業取得日数を30で除し小数点第２位で四捨五入した値で計上）。そのため、「育児休業承認期間（１月以下）」の人数

　　　　とは一致しない。

■女性職員 （単位：人）

（A） （B） (B)/(A)
1 宇 都 宮 市 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 1

2 足 利 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 栃 木 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 佐 野 市 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 0 0

5 鹿 沼 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 日 光 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 小 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 1
（注）１　「育児休業取得者数」には、令和５(2023)年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和６(2024)年度から新たに取得した者が含まれる。

　　　２　「育児休業取得率」は、「令和６(2024)年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数」に占める「育児休業取得者数」の割合である。

　　　３　「（参考）１月以下の育児休業承認期間の内訳」については、令和６(2024)年度中に新たに育児休業を取得した職員で年度中に同一の子について２回以上育児休業をすた期間があ

　　　　る場合には、当該期間を合算した上で計上（月数計算は育児休業取得日数を30で除し小数点第２位で四捨五入した値で計上）。そのため、「育児休業承認期間（１月以下）」の人数

　　　　とは一致しない。

24月超 １週間未満
１週間以上
２週間未満

（参考）１月以下の
育児休業承認期間の内訳

２週間以上
１月以下

育　児　休　業　承　認　期　間

１月以下
１月超
３月以下

３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超
12月以下

12月超
24月以下

市　計

団体名

令和６(2024)年度
中に新たに育児休
業等が取得可能と
なった職員数

育児休業
取得者数

育児休業
取得率
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令和６(2024)年度
中に新たに育児休
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なった職員数

市　計

育児休業
取得率

育　児　休　業　承　認　期　間

１月以下
１月超
３月以下

３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超
12月以下

12月超
24月以下

24月超

育児休業
取得者数
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５-１-４　育児休業等の取得状況（令和６(2024)年度・教育委員会）

１　令和６(2024)年度中に新たに取得した育児休業（教育委員会）

■男性職員 （単位：人）

（A） （B） (B)/(A)

1 宇 都 宮 市 2 2 100.0% 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0

2 足 利 市 1 1 100.0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

3 栃 木 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 佐 野 市 1 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 鹿 沼 市 1 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 日 光 市 1 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 小 山 市 1 1 100.0% 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

8 真 岡 市 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

9 大 田 原 市 2 1 50.0% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

10 矢 板 市 2 1 50.0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

11 那 須 塩 原 市 1 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 さ く ら 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 那 須 烏 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 下 野 市 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1

15 上 三 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 益 子 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 茂 木 町 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

18 市 貝 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 芳 賀 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 壬 生 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 野 木 町 1 1 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

22 塩 谷 町 2 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 高 根 沢 町 1 1 100.0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

24 那 須 町 2 1 50.0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

25 那 珂 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 9 64.3% 6 0 2 0 0 1 0 0 2 4

6 4 66.7% 3 0 0 1 0 0 0 0 0 3

20 13 65.0% 9 0 2 1 0 1 0 0 2 7

（注）１　「育児休業取得者数」には、令和５(2023)年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和６(2024)年度から新たに取得した者が含まれる。

　　　２　「育児休業取得率」は、「令和６(2024)年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数」に占める「育児休業取得者数」の割合である。

　　　３　「（参考）１月以下の育児休業承認期間の内訳」については、令和６(2024)年度中に新たに育児休業を取得した職員で年度中に同一の子について２回以上育児休業をすた期間があ

　　　　る場合には、当該期間を合算した上で計上（月数計算は育児休業取得日数を30で除し小数点第２位で四捨五入した値で計上）。そのため、「育児休業承認期間（１月以下）」の人数

　　　　とは一致しない。
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令和６(2024)年度
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育児休業
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育児休業
取得率

育　児　休　業　承　認　期　間

12月超
24月以下

24月超 １週間未満
１週間以上
２週間未満
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育児休業承認期間の内訳

２週間以上
１月以下

１月以下
１月超
３月以下

３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超
12月以下

市　計

町　計

合　計
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５-１-４　育児休業等の取得状況（令和６(2024)年度・教育委員会）

１　令和６(2024)年度中に新たに取得した育児休業（教育委員会）

■女性職員 （単位：人）

（A） （B） (B)/(A)

1 宇 都 宮 市 3 3 100.0% 0 0 0 0 1 1 1

2 足 利 市 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 2 0

3 栃 木 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 佐 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 鹿 沼 市 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 1 0

6 日 光 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 小 山 市 2 2 100.0% 0 0 1 0 0 1 0

8 真 岡 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 大 田 原 市 2 2 100.0% 0 0 0 0 2 0 0

10 矢 板 市 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 1 0

11 那 須 塩 原 市 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 0 0

12 さ く ら 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 那 須 烏 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 下 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 上 三 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 益 子 町 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 1 0

17 茂 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 市 貝 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 芳 賀 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 壬 生 町 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 1

21 野 木 町 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 0 0

22 塩 谷 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 高 根 沢 町 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 0 0

24 那 須 町 4 4 100.0% 0 0 0 0 0 4 0

25 那 珂 川 町 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 1 0

13 13 100.0% 0 0 1 0 5 6 1

9 9 100.0% 0 0 0 0 2 6 1

22 22 100.0% 0 0 1 0 7 12 2

（注）１　「育児休業取得者数」には、令和５(2023)年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和６(2024)年度から新たに取得した者が含まれる。

　　　２　「育児休業取得率」は、「令和６(2024)年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数」に占める「育児休業取得者数」の割合である。

　　　３　「（参考）１月以下の育児休業承認期間の内訳」については、令和６(2024)年度中に新たに育児休業を取得した職員で年度中に同一の子について２回以上育児休業をすた期間があ

　　　　る場合には、当該期間を合算した上で計上（月数計算は育児休業取得日数を30で除し小数点第２位で四捨五入した値で計上）。そのため、「育児休業承認期間（１月以下）」の人数

　　　　とは一致しない。
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５-２　部分休業・育児短時間勤務の取得状況（令和６(2024)年度）

１　部分休業及び育児短時間勤務の取得状況

■男性職員 （単位：人）

1 宇 都 宮 市 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 足 利 市 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 栃 木 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 佐 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 鹿 沼 市 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 日 光 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 小 山 市 5 5 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0

8 真 岡 市 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 大 田 原 市 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 矢 板 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 那須塩原市 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 さ く ら 市 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 那須烏山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 下 野 市 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 上 三 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 益 子 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 茂 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 市 貝 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 芳 賀 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 壬 生 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 野 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 塩 谷 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 高 根 沢 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 那 須 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 那 珂 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 15 2 0 0 0 0 1 9 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 15 2 0 0 0 0 1 9 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0

（注）　「部分休業取得者数数」「育児短時間勤務取得者数」には、令和５(2023)年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和６(2024)年度から新たに取得した者が含まれる。
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短時間勤務
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６月以下
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９月以下
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60分超
90分以下

90分超 ３月以下
１年超
２年以下

２年超
３年以下

３年超
４年以下

部分休業
取得者数

部分休業承認期間

４年超
５年以下

市　計

町　計

合　計

その他

育児短時間勤務職員の勤務形態

1日3時間
55分

1日4時間
55分

週３日 週２日半
団体名
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５-２　部分休業・育児短時間勤務の取得状況（令和６(2024)年度）

１　部分休業及び育児短時間勤務の取得状況

■女性職員 （単位：人）

1 宇 都 宮 市 23 23 0 0 0 0 0 4 13 1 5 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0

2 足 利 市 13 13 0 0 0 0 0 0 5 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 栃 木 市 29 29 0 0 0 0 0 3 19 6 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0

4 佐 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 鹿 沼 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 日 光 市 5 2 0 0 1 0 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 小 山 市 16 16 0 0 0 0 0 0 4 4 8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0

8 真 岡 市 7 7 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 大 田 原 市 7 1 6 0 0 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 矢 板 市 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 那須塩原市 28 25 0 1 0 1 1 4 8 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 さ く ら 市 5 5 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 那須烏山市 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 下 野 市 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 上 三 川 町 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 益 子 町 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 茂 木 町 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 市 貝 町 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 芳 賀 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 壬 生 町 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 野 木 町 4 4 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 塩 谷 町 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 高 根 沢 町 8 2 2 2 0 2 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 那 須 町 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 那 珂 川 町 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0

139 127 6 1 1 1 3 12 63 27 37 4 0 3 0 1 3 1 0 0 0

32 26 2 2 0 2 0 0 21 5 6 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0

171 153 8 3 1 3 3 12 84 32 43 5 0 3 1 1 3 1 1 0 0

（注）　「部分休業取得者数数」「育児短時間勤務取得者数」には、令和５(2023)年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和６(2024)年度から新たに取得した者が含まれる。
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５-３　配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の取得状況（令和５(2023)年度）

１　配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得者数 （単位：人）

（A） 取得職員数 (B)/(A) 取得職員数 (C)/(A) 取得職員数 (D)/(A) 取得職員数 (E)/(A)

1 宇 都 宮 市 68 59 86.8% 46 67.6% 61 89.7% 33 48.5%

2 足 利 市 18 14 77.8% 13 72.2% 16 88.9% 6 33.3%

3 栃 木 市 24 23 95.8% 19 79.2% 23 95.8% 15 62.5%

4 佐 野 市 20 19 95.0% 10 50.0% 19 95.0% 6 30.0%

5 鹿 沼 市 24 21 87.5% 16 66.7% 22 91.7% 14 58.3%

6 日 光 市 17 16 94.1% 11 64.7% 16 94.1% 9 52.9%

7 小 山 市 33 28 84.8% 18 54.5% 29 87.9% 17 51.5%

8 真 岡 市 7 6 85.7% 1 14.3% 6 85.7% 0 0.0%

9 大 田 原 市 12 10 83.3% 12 100.0% 12 100.0% 8 66.7%

10 矢 板 市 4 4 100.0% 3 75.0% 4 100.0% 3 75.0%

11 那 須 塩 原 市 16 13 81.3% 9 56.3% 14 87.5% 8 50.0%

12 さ く ら 市 5 4 80.0% 3 60.0% 4 80.0% 2 40.0%

13 那 須 烏 山 市 5 4 80.0% 3 60.0% 4 80.0% 3 60.0%

14 下 野 市 10 9 90.0% 6 60.0% 9 90.0% 4 40.0%

15 上 三 川 町 5 4 80.0% 2 40.0% 4 80.0% 1 20.0%

16 益 子 町 4 3 75.0% 0 0.0% 3 75.0% 0 0.0%

17 茂 木 町 3 3 100.0% 1 33.3% 3 100.0% 1 33.3%

18 市 貝 町 1 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0% 0 0.0%

19 芳 賀 町 4 3 75.0% 1 25.0% 4 100.0% 0 0.0%

20 壬 生 町 6 5 83.3% 3 50.0% 5 83.3% 2 33.3%

21 野 木 町 4 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

22 塩 谷 町 7 6 85.7% 3 42.9% 6 85.7% 1 14.3%

23 高 根 沢 町 4 2 50.0% 1 25.0% 2 50.0% 1 25.0%

24 那 須 町 6 3 50.0% 0 0.0% 3 50.0% 0 0.0%

25 那 珂 川 町 1 0 0.0% 1 100.0% 1 100.0% 0 0.0%

263 230 87.5% 170 64.6% 239 90.9% 128 48.7%

45 30 66.7% 13 28.9% 32 71.1% 6 13.3%

308 260 84.4% 183 59.4% 271 88.0% 134 43.5%

（注）１　「配偶者出産休暇」は、妻の出産に伴う入退院の付添い等を行うために、妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後２週間を経過するまでの期間において、２日の範囲内で与えられる特別休暇。

　　　２　「育児参加のための休暇」は、妻が出産する場合で、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、妻の出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合は14週間）前の日から

　　　　当該出産の日後１年を経過する日までの期間において、子を養育するために５日の範囲内で与えられる特別休暇。
　　 ３　各男性職員数は全部門（一般行政部門、公営企業等、消防部門、教育委員会）の合計。

配偶者出産休暇を取得した
職員数(B)

育児参加のための休暇を
取得した職員数(C)

配偶者出産休暇又は育児参加
のための休暇を取得した職員
数(D=B+C-両休暇とも取得した

職員数)

配偶者出産休暇と育児参加の
ための休暇を合わせて５日以

上取得した職員数(E)

市　計

町　計

合　計

団体名

令和６(2024)
年度中に新た
に育児休業等
が取得可能と
なった男性職

員数
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６-１　会計年度任用職員の育児休業等の取得状況（令和６(2024)年度）

(1)　令和６(2024)年度に新たに取得した育児休業（全部門合計）

■男性職員 （単位：人）

（A） （B） (B)/(A)

1 宇 都 宮 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 足 利 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 栃 木 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 佐 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 鹿 沼 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 日 光 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 小 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 真 岡 市 1 1 100.0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

9 大 田 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 矢 板 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 那 須 塩 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 さ く ら 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 那 須 烏 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 下 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 上 三 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 益 子 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 茂 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 市 貝 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 芳 賀 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 壬 生 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 野 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 塩 谷 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 高 根 沢 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 那 須 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 那 珂 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 100.0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 100.0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

（注）１　「育児休業取得者数」には、令和６年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和６年度から新たに育児休業を取得した者は含まれない。

　　　２　「育児休業取得率」は「令和６(2024)年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数」に占める「育児休業取得者数」の割合である。

市　計

町　計

合　計

１月以下
１月超
３月以下

３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超
12月以下

12月超
24月以下

24月超 １週間未満
１週間以上
２週間未満

（参考）１月以下の
育児休業承認期間の内訳

２週間以上
１月以下

団体名

令和６(2024)年度
中に新たに育児休
業等が取得可能と
なった職員数

育児休業
取得者数

育児休業
取得率

育　児　休　業　承　認　期　間
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６-１　会計年度任用職員の育児休業等の取得状況（令和６(2024)年度）

(1)　令和６(2024)年度に新たに取得した育児休業（全部門合計）

■女性職員 （単位：人）

（A） （B） (B)/(A)

1 宇 都 宮 市 11 11 100.0% 2 2 2 4 1 0 0

2 足 利 市 3 3 100.0% 0 0 0 1 2 0 0

3 栃 木 市 2 2 100.0% 0 2 0 0 0 0 0

4 佐 野 市 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 0 0

5 鹿 沼 市 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 0 0

6 日 光 市 2 2 100.0% 0 0 1 1 0 0 0

7 小 山 市 3 3 100.0% 0 0 0 1 2 0 0

8 真 岡 市 2 2 100.0% 0 1 0 1 0 0 0

9 大 田 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 矢 板 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 那 須 塩 原 市 2 2 100.0% 0 0 2 0 0 0 0

12 さ く ら 市 1 1 100.0% 0 1 0 0 0 0 0

13 那 須 烏 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 下 野 市 1 1 100.0% 0 1 0 0 0 0 0

15 上 三 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 益 子 町 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 0 0

17 茂 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 市 貝 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 芳 賀 町 3 3 100.0% 1 1 1 0 0 0 0

20 壬 生 町 1 1 100.0% 1 0 0 0 0 0 0

21 野 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 塩 谷 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 高 根 沢 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 那 須 町 1 1 100.0% 0 0 1 0 0 0 0

25 那 珂 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 29 100.0% 2 7 5 8 7 0 0

6 6 100.0% 2 1 2 0 1 0 0

35 35 100.0% 4 8 7 8 8 0 0

（注）１　「育児休業取得者数」には、令和６年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和６年度から新たに育児休業を取得した者は含まれない。

　　　２　「育児休業取得率」は「令和６(2024)年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数」に占める「育児休業取得者数」の割合である。

12月超
24月以下

24月超

市　計

町　計

合　計

令和６(2024)年度
中に新たに育児休
業等が取得可能と
なった職員数

育児休業
取得者数

育児休業
取得率

育　児　休　業　承　認　期　間

団体名
１月以下

１月超
３月以下

３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超
12月以下
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６-１　会計年度任用職員の育児休業等の取得状況（令和６(2024)年度）

(2)　令和６(2024)年度に新たに取得した育児休業の内訳

■男性職員 （単位：人）

合計 １週間未満
１週間以上
２週間未満

２週間以上
１月以下

１月超
57日以下

合計 １週間未満
１週間以上
２週間未満

２週間以上
１月以下

１月超

1 宇 都 宮 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 足 利 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 栃 木 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 佐 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 鹿 沼 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 日 光 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 小 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 真 岡 市 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

9 大 田 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 矢 板 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 那 須 塩 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 さ く ら 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 那 須 烏 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 下 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 上 三 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 益 子 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 茂 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 市 貝 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 芳 賀 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 壬 生 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 野 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 塩 谷 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 高 根 沢 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 那 須 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 那 珂 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

（注）　「育児休業取得者数」には、令和５(2023)年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和６(2024)年度から新たに育児休業を取得した者は含まれない。

団体名
育児休業
取得者数

令和６(2024)年度に新たに取得した育児休業（１回目の育児休
業のうち、出生後57日以内に終了するもの。）

令和６(2024)年度に新たに取得した育児休業（１回目の育児休
業のうち、出生後57日以内に終了しないもの。）

育 児 休 業 承 認 期 間　　 育 児 休 業 承 認 期 間　　

市　計

町　計

合　計
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６-１　会計年度任用職員の育児休業等の取得状況（令和６(2024)年度）

(2)　令和６(2024)年度に新たに取得した育児休業の内訳

■女性職員 （単位：人）

合計 １週間未満
１週間以上
２週間未満

２週間以上
１月以下

１月超
57日以下

合計 １週間未満
１週間以上
２週間未満

２週間以上
１月以下

１月超

1 宇 都 宮 市 11 0 0 0 0 0 11 1 0 1 9

2 足 利 市 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3

3 栃 木 市 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

4 佐 野 市 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

5 鹿 沼 市 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

6 日 光 市 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

7 小 山 市 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3

8 真 岡 市 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

9 大 田 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 矢 板 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 那 須 塩 原 市 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

12 さ く ら 市 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

13 那 須 烏 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 下 野 市 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

15 上 三 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 益 子 町 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

17 茂 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 市 貝 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 芳 賀 町 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2

20 壬 生 町 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

21 野 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 塩 谷 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 高 根 沢 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 那 須 町 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

25 那 珂 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 0 0 0 0 0 29 1 0 1 27

6 0 0 0 0 0 6 1 0 1 4

35 0 0 0 0 0 35 2 0 2 31

（注）　「育児休業取得者数」には、令和５(2023)年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和６(2024)年度から新たに育児休業を取得した者は含まれない。

令和６(2024)年度に新たに取得した育児休業（１回目の育児休
業のうち、出生後57日以内に終了するもの。）

令和６(2024)年度に新たに取得した育児休業（１回目の育児休
業のうち、出生後57日以内に終了しないもの。）

育 児 休 業 承 認 期 間　　 育 児 休 業 承 認 期 間　　

市　計

団体名

町　計

合　計

育児休業
取得者数
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６-１　会計年度任用職員の育児休業等の取得状況（令和６(2024)年度）

(3)　令和６(2024)年度に再度取得した育児休業

■男性職員 （単位：人）

合計 １月以下
１月超
３月以下

３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超
12月以下

12月超
24月以下

24月超

1 宇 都 宮 市 0 0 0 0 0 0 0 0

2 足 利 市 0 0 0 0 0 0 0 0

3 栃 木 市 0 0 0 0 0 0 0 0

4 佐 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0

5 鹿 沼 市 0 0 0 0 0 0 0 0

6 日 光 市 0 0 0 0 0 0 0 0

7 小 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0

8 真 岡 市 1 0 1 0 0 0 0 0

9 大 田 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0

10 矢 板 市 0 0 0 0 0 0 0 0

11 那 須 塩 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0

12 さ く ら 市 0 0 0 0 0 0 0 0

13 那 須 烏 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0

14 下 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0

15 上 三 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0

16 益 子 町 0 0 0 0 0 0 0 0

17 茂 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0

18 市 貝 町 0 0 0 0 0 0 0 0

19 芳 賀 町 0 0 0 0 0 0 0 0

20 壬 生 町 0 0 0 0 0 0 0 0

21 野 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0

22 塩 谷 町 0 0 0 0 0 0 0 0

23 高 根 沢 町 0 0 0 0 0 0 0 0

24 那 須 町 0 0 0 0 0 0 0 0

25 那 珂 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 0 0

団体名

再び育児休業を取得したもの
（条例で定める特別の事情による再度の取得を除く）

育　児　休　業　承　認　期　間　　　　　

市　計

町　計

合　計
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６-１　会計年度任用職員の育児休業等の取得状況（令和６(2024)年度）

(3)　令和６(2024)年度に再度取得した育児休業

■女性職員 （単位：人）

合計 １月以下
１月超
３月以下

３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超
12月以下

12月超
24月以下

24月超

1 宇 都 宮 市 0 0 0 0 0 0 0 0

2 足 利 市 0 0 0 0 0 0 0 0

3 栃 木 市 0 0 0 0 0 0 0 0

4 佐 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0

5 鹿 沼 市 0 0 0 0 0 0 0 0

6 日 光 市 0 0 0 0 0 0 0 0

7 小 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0

8 真 岡 市 0 0 0 0 0 0 0 0

9 大 田 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0

10 矢 板 市 0 0 0 0 0 0 0 0

11 那 須 塩 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0

12 さ く ら 市 0 0 0 0 0 0 0 0

13 那 須 烏 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0

14 下 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0

15 上 三 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0

16 益 子 町 0 0 0 0 0 0 0 0

17 茂 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0

18 市 貝 町 0 0 0 0 0 0 0 0

19 芳 賀 町 0 0 0 0 0 0 0 0

20 壬 生 町 0 0 0 0 0 0 0 0

21 野 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0

22 塩 谷 町 0 0 0 0 0 0 0 0

23 高 根 沢 町 0 0 0 0 0 0 0 0

24 那 須 町 0 0 0 0 0 0 0 0

25 那 珂 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

再び育児休業を取得したもの
（条例で定める特別の事情による再度の取得を除く）

育　児　休　業　承　認　期　間　　　　　

市　計

町　計

合　計

団体名
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６-１-１　会計年度任用職員の育児休業等の取得状況（令和６(2024)年度・一般行政部門）

１　令和６(2024)年度中に新たに取得した育児休業（一般行政部門）

■男性職員 （単位：人）

（A） （B） (B)/(A)

1 宇 都 宮 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 足 利 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 栃 木 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 佐 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 鹿 沼 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 日 光 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 小 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 真 岡 市 1 1 100.0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

9 大 田 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 矢 板 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 那 須 塩 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 さ く ら 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 那 須 烏 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 下 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 上 三 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 益 子 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 茂 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 市 貝 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 芳 賀 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 壬 生 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 野 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 塩 谷 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 高 根 沢 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 那 須 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 那 珂 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 100.0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 100.0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

（注）１　「育児休業取得者数」には、令和６年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和６年度から新たに育児休業を取得した者は含まれない。

　　　２　「育児休業取得率」は「令和６(2024)年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数」に占める「育児休業取得者数」の割合である。

２週間以上
１月以下

団体名

令和６(2024)年度
中に新たに育児休
業等が取得可能と
なった職員数

育児休業
取得者数

育児休業
取得率

育　児　休　業　承　認　期　間
（参考）１月以下の

育児休業承認期間の内訳

１月以下
１月超
３月以下

３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超
12月以下

12月超
24月以下

24月超 １週間未満
１週間以上
２週間未満

市　計

町　計

合　計
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６-１-１　会計年度任用職員の育児休業等の取得状況（令和６(2024)年度・一般行政部門）

１　令和６(2024)年度中に新たに取得した育児休業（一般行政部門）

■女性職員 （単位：人）

（A） （B） (B)/(A)

1 宇 都 宮 市 6 6 100.0% 0 0 1 4 1 0 0

2 足 利 市 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 0 0

3 栃 木 市 2 2 100.0% 0 2 0 0 0 0 0

4 佐 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 鹿 沼 市 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 0 0

6 日 光 市 2 2 100.0% 0 0 1 1 0 0 0

7 小 山 市 2 2 100.0% 0 0 0 0 2 0 0

8 真 岡 市 2 2 100.0% 0 1 0 1 0 0 0

9 大 田 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 矢 板 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 那 須 塩 原 市 2 2 100.0% 0 0 2 0 0 0 0

12 さ く ら 市 1 1 100.0% 0 1 0 0 0 0 0

13 那 須 烏 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 下 野 市 1 1 100.0% 0 1 0 0 0 0 0

15 上 三 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 益 子 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 茂 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 市 貝 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 芳 賀 町 1 1 100.0% 0 1 0 0 0 0 0

20 壬 生 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 野 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 塩 谷 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 高 根 沢 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 那 須 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 那 珂 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 21 100.0% 0 5 4 7 5 0 0

1 1 100.0% 0 1 0 0 0 0 0

22 22 100.0% 0 6 4 7 5 0 0

（注）１　「育児休業取得者数」には、令和６年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和６年度から新たに育児休業を取得した者は含まれない。

　　　２　「育児休業取得率」は「令和６(2024)年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数」に占める「育児休業取得者数」の割合である。

団体名

令和６(2024)年度
中に新たに育児休
業等が取得可能と
なった職員数

市　計

町　計

合　計

育児休業
取得率

育　児　休　業　承　認　期　間

１月以下
１月超
３月以下

３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超
12月以下

12月超
24月以下

24月超

育児休業
取得者数
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６-１-２　会計年度任用職員の育児休業等の取得状況（令和６(2024)年度・公営企業等）

１　令和６(2024)年度中に新たに取得した育児休業（公営企業等）

■男性職員 （単位：人）

（A） （B） (B)/(A)

1 宇 都 宮 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 足 利 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 栃 木 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 佐 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 鹿 沼 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 日 光 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 小 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 真 岡 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 大 田 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 矢 板 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 那 須 塩 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 さ く ら 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 那 須 烏 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 下 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 上 三 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 益 子 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 茂 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 市 貝 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 芳 賀 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 壬 生 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 野 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 塩 谷 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 高 根 沢 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 那 須 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 那 珂 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（注）１　「育児休業取得者数」には、令和６年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和６年度から新たに育児休業を取得した者は含まれない。

　　　２　「育児休業取得率」は「令和６(2024)年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数」に占める「育児休業取得者数」の割合である。

市　計

町　計

合　計

２週間以上
１月以下

団体名

令和６(2024)年度
中に新たに育児休
業等が取得可能と
なった職員数

育児休業
取得者数

育児休業
取得率

育　児　休　業　承　認　期　間
（参考）１月以下の

育児休業承認期間の内訳

１月以下
１月超
３月以下

３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超
12月以下

12月超
24月以下

24月超 １週間未満
１週間以上
２週間未満
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６-１-２　会計年度任用職員の育児休業等の取得状況（令和６(2024)年度・公営企業等）

１　令和６(2024)年度中に新たに取得した育児休業（公営企業等）

■女性職員 （単位：人）

（A） （B） (B)/(A)

1 宇 都 宮 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 足 利 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 栃 木 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 佐 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 鹿 沼 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 日 光 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 小 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 真 岡 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 大 田 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 矢 板 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 那 須 塩 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 さ く ら 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 那 須 烏 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 下 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 上 三 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 益 子 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 茂 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 市 貝 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 芳 賀 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 壬 生 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 野 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 塩 谷 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 高 根 沢 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 那 須 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 那 珂 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（注）１　「育児休業取得者数」には、令和６年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和６年度から新たに育児休業を取得した者は含まれない。

　　　２　「育児休業取得率」は「令和６(2024)年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数」に占める「育児休業取得者数」の割合である。

市　計

町　計

合　計

育児休業
取得率

育　児　休　業　承　認　期　間

１月以下
１月超
３月以下

３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超
12月以下

12月超
24月以下

24月超

育児休業
取得者数団体名

令和６(2024)年度
中に新たに育児休
業等が取得可能と
なった職員数
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６-１-３　会計年度任用職員の育児休業等の取得状況（令和６(2024)年度・消防部門）

１　令和６(2024)年度中に新たに取得した育児休業（消防部門）

■男性職員 （単位：人）

（A） （B） (B)/(A)

1 宇 都 宮 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 足 利 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 栃 木 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 佐 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 鹿 沼 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 日 光 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 小 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（注）１　「育児休業取得者数」には、令和６年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和６年度から新たに育児休業を取得した者は含まれない。

　　　２　「育児休業取得率」は「令和６(2024)年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数」に占める「育児休業取得者数」の割合である。

６-１-３　会計年度任用職員の育児休業等の取得状況（令和６(2024)年度・消防部門）

１　令和６(2024)年度中に新たに取得した育児休業（消防部門）

■女性職員 （単位：人）

（A） （B） (B)/(A)

1 宇 都 宮 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 足 利 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 栃 木 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 佐 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 鹿 沼 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 日 光 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 小 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（注）１　「育児休業取得者数」には、令和６年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和６年度から新たに育児休業を取得した者は含まれない。

　　　２　「育児休業取得率」は「令和６(2024)年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数」に占める「育児休業取得者数」の割合である。

市　計

育児休業
取得率

育　児　休　業　承　認　期　間

１月以下
１月超
３月以下

３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超
12月以下

12月超
24月以下

24月超

市　計

団体名

令和６(2024)年度
中に新たに育児休
業等が取得可能と
なった職員数

育児休業
取得者数

９月超
12月以下

団体名

令和６(2024)年度
中に新たに育児休
業等が取得可能と
なった職員数

育児休業
取得者数

育児休業
取得率

育　児　休　業　承　認　期　間
（参考）１月以下の

育児休業承認期間の内訳

１月以下
１月超
３月以下

３月超
６月以下

６月超
９月以下

12月超
24月以下

24月超 １週間未満
１週間以上
２週間未満

２週間以上
１月以下
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６-１-４　会計年度任用職員の育児休業等の取得状況（令和６(2024)年度・教育委員会）

１　令和６(2024)年度中に新たに取得した育児休業（教育委員会）

■男性職員 （単位：人）

（A） （B） (B)/(A)

1 宇 都 宮 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 足 利 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 栃 木 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 佐 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 鹿 沼 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 日 光 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 小 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 真 岡 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 大 田 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 矢 板 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 那 須 塩 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 さ く ら 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 那 須 烏 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 下 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 上 三 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 益 子 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 茂 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 市 貝 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 芳 賀 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 壬 生 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 野 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 塩 谷 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 高 根 沢 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 那 須 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 那 珂 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（注）１　「育児休業取得者数」には、令和６年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和６年度から新たに育児休業を取得した者は含まれない。

　　　２　「育児休業取得率」は「令和６(2024)年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数」に占める「育児休業取得者数」の割合である。

市　計

町　計

合　計

２週間以上
１月以下

団体名

令和６(2024)年度
中に新たに育児休
業等が取得可能と
なった職員数

育児休業
取得者数

育児休業
取得率

育　児　休　業　承　認　期　間
（参考）１月以下の

育児休業承認期間の内訳

１月以下
１月超
３月以下

３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超
12月以下

12月超
24月以下

24月超 １週間未満
１週間以上
２週間未満
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６-１-４　会計年度任用職員の育児休業等の取得状況（令和６(2024)年度・教育委員会）

１　令和６(2024)年度中に新たに取得した育児休業（教育委員会）

■女性職員 （単位：人）

（A） （B） (B)/(A)

1 宇 都 宮 市 5 5 100.0% 2 2 1 0 0 0 0

2 足 利 市 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 0 0

3 栃 木 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 佐 野 市 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 0 0

5 鹿 沼 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 日 光 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 小 山 市 1 1 100.0% 0 0 0 1 0 0 0

8 真 岡 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 大 田 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 矢 板 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 那 須 塩 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 さ く ら 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 那 須 烏 山 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 下 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 上 三 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 益 子 町 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 0 0

17 茂 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 市 貝 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 芳 賀 町 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0

20 壬 生 町 1 1 100.0% 1 0 0 0 0 0 0

21 野 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 塩 谷 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 高 根 沢 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 那 須 町 1 1 100.0% 0 0 1 0 0 0 0

25 那 珂 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 8 100.0% 2 2 1 1 2 0 0

5 5 100.0% 2 0 2 0 1 0 0

13 13 100.0% 4 2 3 1 3 0 0

（注）１　「育児休業取得者数」には、令和６年度以前に育児休業等が取得可能となり、令和６年度から新たに育児休業を取得した者は含まれない。

　　　２　「育児休業取得率」は「令和６(2024)年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数」に占める「育児休業取得者数」の割合である。

市　計

町　計

合　計

育児休業
取得率

育　児　休　業　承　認　期　間

１月以下
１月超
３月以下

３月超
６月以下

６月超
９月以下

９月超
12月以下

12月超
24月以下

24月超

育児休業
取得者数団体名

令和６(2024)年度
中に新たに育児休
業等が取得可能と
なった職員数
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７　時間外勤務の状況

(1)　平均時間外勤務時間数の状況 （単位：時間）

職員１人当たり
月平均

職員１人当たり
年平均

職員１人当たり
月平均

職員１人当たり
年平均

時間(月) 時間(年)

1 宇 都 宮 市 15.3 183.3 14.4 173.0 ▲ 0.9 ▲ 10.3

2 足 利 市 17.6 211.5 15.5 186.2 ▲ 2.1 ▲ 25.3

3 栃 木 市 12.9 154.7 18.1 216.7 5.2 62.0

4 佐 野 市 11.2 134.3 9.9 119.2 ▲ 1.3 ▲ 15.1

5 鹿 沼 市 13.0 155.7 13.6 163.3 0.6 7.6

6 日 光 市 9.8 117.1 13.0 155.8 3.2 38.7

7 小 山 市 12.7 152.2 12.6 151.2 ▲ 0.1 ▲ 1.0

8 真 岡 市 7.8 94.0 5.6 66.7 ▲ 2.2 ▲ 27.3

9 大 田 原 市 5.9 71.1 5.1 61.4 ▲ 0.8 ▲ 9.7

10 矢 板 市 9.4 113.3 9.0 107.8 ▲ 0.4 ▲ 5.5

11 那 須 塩 原 市 17.9 215.0 15.8 189.5 ▲ 2.1 ▲ 25.5

12 さ く ら 市 12.4 148.8 11.1 133.2 ▲ 1.3 ▲ 15.6

13 那 須 烏 山 市 9.8 117.7 10.6 126.8 0.8 9.1

14 下 野 市 16.0 191.5 13.6 163.3 ▲ 2.4 ▲ 28.2

15 上 三 川 町 10.1 121.1 9.2 110.2 ▲ 0.9 ▲ 10.9

16 益 子 町 11.3 135.4 11.2 134.1 ▲ 0.1 ▲ 1.3

17 茂 木 町 8.6 103.8 7.3 87.9 ▲ 1.3 ▲ 15.9

18 市 貝 町 10.5 126.3 7.6 90.9 ▲ 2.9 ▲ 35.4

19 芳 賀 町 16.3 195.1 15.5 186.0 ▲ 0.8 ▲ 9.1

20 壬 生 町 16.0 191.9 15.6 187.3 ▲ 0.4 ▲ 4.6

21 野 木 町 9.9 118.6 10.3 123.3 0.4 4.7

22 塩 谷 町 17.1 204.8 13.4 160.3 ▲ 3.7 ▲ 44.5

23 高 根 沢 町 15.5 185.4 14.7 176.9 ▲ 0.8 ▲ 8.5

24 那 須 町 10.7 128.1 9.7 116.4 ▲ 1.0 ▲ 11.7

25 那 珂 川 町 13.1 157.0 9.9 118.6 ▲ 3.2 ▲ 38.4

13.3 159.7 13.2 158.0 ▲ 0.1 ▲ 1.7

12.7 152.3 11.4 137.3 ▲ 1.3 ▲ 15.0

13.2 158.7 12.9 155.0 ▲ 0.3 ▲ 3.7

（注）１　調査対象は、消防部門及び教育委員会以外の部門に属する職員のうち、管理監督職員（管理職手当を支給される職及びこれに準じる職として条例で定め

　　　　る職に任用されている職員）を除いた職員である。

　　　２　「時間(年)」は、対象団体の年間総時間を、「平均職員数（対象団体の各月の職員数を足し上げた数を12で除したもの）」で除したものである。

合　計

団体名

令和５(2023)年度 令和６(2024)年度 増減

市　計

町　計
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７　時間外勤務の状況

(2)　時間外勤務の時間数が月45時間を超える職員の状況 （単位：人）

調査対象
延べ人数
（年間）

45時間超
45時間超
100時間
未満

100時間
以上

調査対象
延べ人数
（年間）

45時間超
45時間超
100時間
未満

100時間
以上

45時間超
45時間超
100時間
未満

100時間
以上

29,295 1,883 1,773 110 30,006 1,689 1,604 85 ▲ 194 ▲ 169 ▲ 25

100.0% 6.43% 6.05% 0.38% 100.0% 5.63% 5.35% 0.28% ▲0.80% ▲0.71% ▲0.09%

6,994 505 486 19 6,937 351 336 15 ▲ 154 ▲ 150 ▲ 4

100.0% 7.22% 6.95% 0.27% 100.0% 5.06% 4.84% 0.22% ▲2.16% ▲2.11% ▲0.06%

10,035 564 522 42 9,780 772 726 46 208 204 4

100.0% 5.62% 5.20% 0.42% 100.0% 7.89% 7.42% 0.47% 2.27% 2.22% 0.05%

7,735 339 310 29 7,724 276 262 14 ▲ 63 ▲ 48 ▲ 15

100.0% 4.38% 4.01% 0.37% 100.0% 3.57% 3.39% 0.18% ▲0.81% ▲0.62% ▲0.19%

6,414 226 214 12 6,453 310 288 22 84 74 10

100.0% 3.52% 3.34% 0.19% 100.0% 4.80% 4.46% 0.34% 1.28% 1.13% 0.15%

5,977 198 179 19 5,822 331 282 49 133 103 30

100.0% 3.31% 2.99% 0.32% 100.0% 5.69% 4.84% 0.84% 2.37% 1.85% 0.52%

9,389 548 523 25 9,814 491 477 14 ▲ 57 ▲ 46 ▲ 11

100.0% 5.84% 5.57% 0.27% 100.0% 5.00% 4.86% 0.14% ▲0.83% ▲0.71% ▲0.12%

4,158 38 38 0 4,356 17 17 0 ▲ 21 ▲ 21 0

100.0% 0.91% 0.91% 0.00% 100.0% 0.39% 0.39% 0.00% ▲0.52% ▲0.52% 0.00%

5,436 76 76 0 5,328 51 50 1 ▲ 25 ▲ 26 1

100.0% 1.40% 1.40% 0.00% 100.0% 0.96% 0.94% 0.02% ▲0.44% ▲0.46% 0.02%

1,611 43 43 0 1,558 40 40 0 ▲ 3 ▲ 3 0

100.0% 2.67% 2.67% 0.00% 100.0% 2.57% 2.57% 0.00% ▲0.10% ▲0.10% 0.00%

7,269 856 822 34 7,355 672 640 32 ▲ 184 ▲ 182 ▲ 2

100.0% 11.78% 11.31% 0.47% 100.0% 9.14% 8.70% 0.44% ▲2.64% ▲2.61% ▲0.03%

2,654 95 91 4 2,645 78 73 5 ▲ 17 ▲ 18 1

100.0% 3.58% 3.43% 0.15% 100.0% 2.95% 2.76% 0.19% ▲0.63% ▲0.67% 0.04%

2,089 46 45 1 2,102 69 56 13 23 11 12

100.0% 2.20% 2.15% 0.05% 100.0% 3.28% 2.66% 0.62% 1.08% 0.51% 0.57%

2,676 203 200 3 2,826 110 110 0 ▲ 93 ▲ 90 ▲ 3

100.0% 7.59% 7.47% 0.11% 100.0% 3.89% 3.89% 0.00% ▲3.69% ▲3.58% ▲0.11%

1,878 34 34 0 1,926 21 21 0 ▲ 13 ▲ 13 0

100.0% 1.81% 1.81% 0.00% 100.0% 1.09% 1.09% 0.00% ▲0.72% ▲0.72% 0.00%

1,356 49 48 1 1,295 37 36 1 ▲ 12 ▲ 12 0

100.0% 3.61% 3.54% 0.07% 100.0% 2.86% 2.78% 0.08% ▲0.76% ▲0.76% 0.00%

1,236 15 13 2 1,185 8 8 0 ▲ 7 ▲ 5 ▲ 2

100.0% 1.21% 1.05% 0.16% 100.0% 0.68% 0.68% 0.00% ▲0.54% ▲0.38% ▲0.16%

840 12 12 0 948 4 4 0 ▲ 8 ▲ 8 0

100.0% 1.43% 1.43% 0.00% 100.0% 0.42% 0.42% 0.00% ▲1.01% ▲1.01% 0.00%

1,365 105 105 0 1,380 69 65 4 ▲ 36 ▲ 40 4

100.0% 7.69% 7.69% 0.00% 100.0% 5.00% 4.71% 0.29% ▲2.69% ▲2.98% 0.29%

2,153 186 186 0 2,198 172 164 8 ▲ 14 ▲ 22 8

100.0% 8.64% 8.64% 0.00% 100.0% 7.83% 7.46% 0.36% ▲0.81% ▲1.18% 0.36%

1,359 29 24 5 1,524 52 48 4 23 24 ▲ 1

100.0% 2.13% 1.77% 0.37% 100.0% 3.41% 3.15% 0.26% 1.28% 1.38% ▲0.11%

1,032 83 80 3 1,317 54 50 4 ▲ 29 ▲ 30 1

100.0% 8.04% 7.75% 0.29% 100.0% 4.10% 3.80% 0.30% ▲3.94% ▲3.96% 0.01%

1,356 72 71 1 1,372 52 43 9 ▲ 20 ▲ 28 8

100.0% 5.31% 5.24% 0.07% 100.0% 3.79% 3.13% 0.66% ▲1.52% ▲2.10% 0.58%

1,741 63 63 0 1,754 58 58 0 ▲ 5 ▲ 5 0

100.0% 3.62% 3.62% 0.00% 100.0% 3.31% 3.31% 0.00% ▲0.31% ▲0.31% 0.00%

1,802 44 44 0 2,367 29 27 2 ▲ 15 ▲ 17 2

100.0% 2.44% 2.44% 0.00% 100.0% 1.23% 1.14% 0.08% ▲1.22% ▲1.30% 0.08%

101,732 5,620 5,322 298 102,706 5,257 4,961 296 ▲ 363 ▲ 361 ▲ 2

100.0% 5.52% 5.23% 0.29% 100.0% 5.12% 4.83% 0.29% ▲0.41% ▲0.40% ▲0.00%

16,118 692 680 12 17,266 556 524 32 ▲ 136 ▲ 156 20

100.0% 4.29% 4.22% 0.07% 100.0% 3.22% 3.03% 0.19% ▲1.07% ▲1.18% 0.11%

117,850 6,312 6,002 310 119,972 5,813 5,485 328 ▲ 499 ▲ 517 18

100.0% 5.36% 5.09% 0.26% 100.0% 4.85% 4.57% 0.27% ▲0.51% ▲0.52% 0.01%

（注）　調査対象は、消防部門及び教育委員会以外の部門に属する職員のうち、管理監督職員（管理職手当を支給される職及びこれに準じる職として条例で定める職に任用されている職員）を除いた職員である。

令和５(2023)年度 令和６(2024)年度 R５(2023)→R６(2024)増減

1 宇 都 宮 市

2 足 利 市

団体名

3 栃 木 市

4 佐 野 市

5 鹿 沼 市

6 日 光 市

7 小 山 市

8 真 岡 市

9 大 田 原 市

10 矢 板 市

11 那 須 塩 原 市

12 さ く ら 市

13 那 須 烏 山 市

14 下 野 市

15 上 三 川 町

16 益 子 町

17 茂 木 町

18 市 貝 町

19 芳 賀 町

20 壬 生 町

21 野 木 町

22 塩 谷 町

23 高 根 沢 町

合　計

24 那 須 町

25 那 珂 川 町

市　計

町　計
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７　時間外勤務の状況

(3)　勤務時間管理の実施方法の状況

勤務管理者の現認
による確認・記録

タイムカード、IC
カード、パソコンの
使用時間等の客観的
な記録による確認・

記録

職員本人からの
自己申告（システ
ム入力等）による

確認・記録

職員本人からの
自己申告（紙媒
体）による確認・

記録

1 宇 都 宮 市 ○ ○

2 足 利 市 ○ ○

3 栃 木 市 ○ ○

4 佐 野 市 ○

5 鹿 沼 市 ○ ○ ○ ○

6 日 光 市 ○ ○

7 小 山 市 ○ ○

8 真 岡 市 ○

9 大 田 原 市 ○

10 矢 板 市 ○ ○

11 那 須 塩 原 市 ○

12 さ く ら 市 ○ ○

13 那 須 烏 山 市 ○ ○

14 下 野 市 ○ ○

15 上 三 川 町 ○ ○

16 益 子 町 ○ ○

17 茂 木 町 ○ ○

18 市 貝 町 ○ ○

19 芳 賀 町 ○ ○

20 壬 生 町 ○ ○

21 野 木 町 ○ ○

22 塩 谷 町 ○ ○

23 高 根 沢 町 ○ ○

24 那 須 町 ○ ○

25 那 珂 川 町 ○ ○

5 7 6 4 4

2 2 3 8 7

7 9 9 12 11

※　「職員本人からの自己申告のみ」欄には、「勤務時間管理方法」欄のうち「職員本人からの自己申告（システム入力等）による確認・記録」
　「職員本人からの自己申告（紙媒体）による確認・記録」のいずれか又は両方の方法しか講じていない団体数を計上している。

合　計

団体名
職員本人からの
自己申告のみ※

実施の方法

市　計

町　計
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８　職員採用競争試験の実施状況（令和６(2024)年度） （単位：人）

うち
女性

うち
女性

うち
女性

うち
女性

うち
女性

1 宇 都 宮 市 518 145 126 60 28 10 10 10 252 26 21 8 0 0 0 0 798 181 157 78 

2 足 利 市 0 0 0 0 4 1 1 1 136 33 29 14 0 0 0 0 140 34 30 15 

3 栃 木 市 18 7 7 7 15 6 6 6 145 28 28 10 0 0 0 0 178 41 41 23 

4 佐 野 市 0 0 0 0 8 4 4 4 171 47 37 17 0 0 0 0 179 51 41 21 

5 鹿 沼 市 10 3 3 3 13 4 4 4 152 21 20 5 0 0 0 0 175 28 27 12 

6 日 光 市 14 2 2 2 13 4 2 2 117 27 17 4 0 0 0 0 144 33 21 8 

7 小 山 市 50 12 11 10 25 7 7 6 547 83 61 19 0 0 0 0 622 102 79 35 

8 真 岡 市 0 0 0 0 0 0 0 0 63 15 14 5 0 0 0 0 63 15 14 5 

9 大 田 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0 69 11 11 5 0 0 0 0 69 11 11 5 

10 矢 板 市 1 1 1 1 0 0 0 0 103 11 10 2 0 0 0 0 104 12 11 3 

11 那須塩原市 110 15 12 4 0 0 0 0 57 17 16 6 2 1 1 0 169 33 29 10 

12 さ く ら 市 2 1 1 1 0 0 0 0 104 26 26 15 0 0 0 0 106 27 27 16 

13 那須烏山市 0 0 0 0 0 0 0 0 74 17 13 8 0 0 0 0 74 17 13 8 

14 下 野 市 0 0 0 0 0 0 0 0 177 26 17 11 0 0 0 0 177 26 17 11 

15 上 三 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 37 7 6 2 0 0 0 0 37 7 6 2 

16 益 子 町 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 4 2 0 0 0 0 12 4 4 2 

17 茂 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 71 11 7 6 2 1 1 1 73 12 8 7 

18 市 貝 町 11 5 5 4 0 0 0 0 11 5 5 4 0 0 0 0 22 10 10 8 

19 芳 賀 町 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 5 3 0 0 0 0 8 5 5 3 

20 壬 生 町 0 0 0 0 0 0 0 0 68 11 8 5 0 0 0 0 68 11 8 5 

21 野 木 町 0 0 0 0 5 1 1 1 124 17 12 2 0 0 0 0 129 18 13 3 

22 塩 谷 町 1 1 1 1 2 1 1 1 34 9 8 4 0 0 0 0 37 11 10 6 

23 高 根 沢 町 9 4 4 4 0 0 0 0 63 10 9 6 0 0 0 0 72 14 13 10 

24 那 須 町 0 0 0 0 0 0 0 0 22 13 13 6 0 0 0 0 22 13 13 6 

25 那 珂 川 町 3 1 1 1 4 1 1 1 28 6 5 2 0 0 0 0 35 8 7 4 

723 186 163 88 106 36 34 33 2,167 388 320 129 2 1 1 0 2,998 611 518 250 

24 11 11 10 11 3 3 3 478 98 82 42 2 1 1 1 515 113 97 56 

747 197 174 98 117 39 37 36 2,645 486 402 171 4 2 2 1 3,513 724 615 306 

（注）１　令和５(2023)年度から、男女別の受験者及び合格者は調査せず、男女別の採用者数のみ調査。

合格
者数

採用者数

市　計

合格
者数

採用者数
受験
者数

合格
者数

採用者数
受験
者数

団体名

上級又は大学卒業程度の試験 中級又は短大卒業程度の試験 初級又は高校卒業程度の試験 その他の試験 合　　　計

受験
者数

町  計

合　計

合格
者数

採用者数
受験
者数

合格
者数

採用者数
受験
者数
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９　中途採用試験の実施状況 （単位：人）

実施団体 受験者数 採用者数 実施団体 受験者数 採用者数 実施団体 受験者数 採用者数

1 宇 都 宮 市 ○ 175 18 ○ 175 18

2 足 利 市 ○ 27 3 ○ 27 3

3 栃 木 市 ○ 9 2 ○ 9 2

4 佐 野 市 ○ 21 0 ○ 21 0

5 鹿 沼 市

6 日 光 市 ○ 0 0 ○ 0 0

7 小 山 市 ○ 228 30 ○ 228 30

8 真 岡 市 ○ 20 3 ○ 20 3

9 大 田 原 市

10 矢 板 市

11 那 須 塩 原 市 ○ 2 1 ○ 2 1

12 さ く ら 市

13 那 須 烏 山 市

14 下 野 市 ○ 23 5 ○ 23 5

15 上 三 川 町 ○ 6 2 ○ 6 2

16 益 子 町

17 茂 木 町 ○ 2 1 ○ 2 1

18 市 貝 町

19 芳 賀 町 ○ 9 1 ○ 9 1

20 壬 生 町

21 野 木 町

22 塩 谷 町

23 高 根 沢 町 ○ 1 1 ○ 1 1

24 那 須 町

25 那 珂 川 町

9 505 62 8 330 44 1 175 18

4 18 5 4 18 5 0 0 0

13 523 67 12 348 49 1 175 18

（注）１　「経験者採用試験」とは、民間企業に勤務する等一定の社会経験を有する者を対象とした採用試験

　　　２　「経験不問の採用試験」とは、主に新卒者を対象に行う採用試験及び「経験者採用試験」以外の採用試験

経歴不問の中途採用試験

市　計

町　計

合　計

団体名

中途採用試験
（令和６(2024)年度中に実施したもの） 経験者採用試験
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10　ストレスチェック・集団分析の実施状況（令和６(2024)年度）

(1)　ストレスチェック・集団分析の団体別実施状況

ストレスチェック 集 団 分 析 集団分析結果
実施事業場数 実施事業場率 実施事業場数 実施事業場率 活用事業場数 活用事業場率

a b b/a c c/b d d/c

1 宇 都 宮 市 165 165 100.0% 165 100.0% 165 100.0% 

2 足 利 市 93 93 100.0% 93 100.0% 93 100.0% 

3 栃 木 市 101 101 100.0% 101 100.0% 101 100.0% 

4 佐 野 市 71 71 100.0% 41 57.7% 41 100.0% 

5 鹿 沼 市 81 81 100.0% 81 100.0% 81 100.0% 

6 日 光 市 82 82 100.0% 82 100.0% 82 100.0% 

7 小 山 市 71 71 100.0% 71 100.0% 71 100.0% 

8 真 岡 市 47 46 97.9% 46 100.0% 46 100.0% 

9 大 田 原 市 50 50 100.0% 48 96.0% 48 100.0% 

10 矢 板 市 13 13 100.0% 12 92.3% 12 100.0% 

11 那 須 塩 原 市 77 77 100.0% 77 100.0% 77 100.0% 

12 さ く ら 市 20 20 100.0% 20 100.0% 20 100.0% 

13 那 須 烏 山 市 17 17 100.0% 17 100.0% 17 100.0% 

14 下 野 市 33 33 100.0% 33 100.0% 33 100.0% 

15 上 三 川 町 13 13 100.0% 13 100.0% 13 100.0% 

16 益 子 町 18 18 100.0% 11 61.1% 11 100.0% 

17 茂 木 町 16 16 100.0% 16 100.0% 16 100.0% 

18 市 貝 町 9 9 100.0% 9 100.0% 9 100.0% 

19 芳 賀 町 11 11 100.0% 11 100.0% 11 100.0% 

20 壬 生 町 32 32 100.0% 32 100.0% 10 31.3% 

21 野 木 町 16 16 100.0% 16 100.0% 16 100.0% 

22 塩 谷 町 12 12 100.0% 12 100.0% 12 100.0% 

23 高 根 沢 町 16 16 100.0% 16 100.0% 16 100.0% 

24 那 須 町 24 24 100.0% 24 100.0% 24 100.0% 

25 那 珂 川 町 13 13 100.0% 13 100.0% 13 100.0% 

1 那 須 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 2 2 100.0% 0 0.0% 0 - 

2 黒 磯 那 須 共 同 火 葬 場 組 合 ‐ ‐ - ‐ - ‐ - 

3 芳 賀 郡 中 部 環 境 衛 生 事 務 組 合 1 1 100.0% 0 0.0% 0 - 

4 石 橋 地 区 消 防 組 合 3 3 100.0% 3 100.0% 0 0.0% 

5 芳 賀 中 部 上 水 道 企 業 団 1 0 0.0% 0 - 0 - 

6 芳 賀 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 11 11 100.0% 11 100.0% 0 0.0% 

7 南 那 須 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 5 5 100.0% 5 100.0% 5 100.0% 

8 黒磯那須公設地方卸売市場事務組合 ‐ ‐ - ‐ - ‐ - 

9 塩 谷 広 域 行 政 組 合 9 9 100.0% 0 0.0% 0 - 

10 小 山 広 域 保 健 衛 生 組 合 1 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0% 

11 宇 都 宮 西 中核 工業 団地 事務 組合 1 0 0.0% 0 - 0 - 

12 栃 木 県 市 町 村 総 合 事 務 組 合 1 1 100.0% 0 0.0% 0 - 

13 栃 木 県 後 期高 齢者 医療 広域 連合 1 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0% 

14 那 須 地 区 消 防 組 合 9 9 100.0% 9 100.0% 9 100.0% 

921 920 99.9% 887 96.4% 887 100.0% 

180 180 100.0% 173 96.1% 151 87.3% 

45 43 95.6% 30 69.8% 16 53.3% 

1,146 1,143 99.7% 1,090 95.4% 1,054 96.7% 

（注）１　「ストレスチェック」とは、労働安全衛生法第66条の10第１項に規定する「心理的な負担の程度を把握するための検査」をいう。

　　　２　「ストレスチェック実施事業場数」欄には、事業場の規模に関わらず、ストレスチェックを実施した事業場数を計上している。

　　　３　「集団分析」は、労働安全衛生規則第52条の14に規定されており、事業者は、ストレスチェックの実施者に対してストレスチェック結果を一定規模の集団ご

　　　　とに集計、分析させ、その結果を勘案し、その必要があると認めるときは、当該集団の労働者の実情を考慮して、当該集団の労働者の心理的な負担を軽減する

　　　　ための適切な措置を講ずるよう努めなければならないこととされている。

　　　４　一部事務組合等については、専任の職員が所属する団体のみ調査対象としている。

 団体名
事業場数

市 計

町 計

一 部 事 務 組 合 等 計

合 計
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10　ストレスチェック・集団分析の実施状況（令和６(2024)年度）

(2)　ストレスチェック・面接指導の団体区分別受診職員数

職員数 割合 職員数 実施事業場率 職員数 活用事業場率

a b b/a c c/b d d/c

1 宇 都 宮 市 6,058 5,693 94.0% 682 12.0% 45 6.6% 

2 足 利 市 2,419 2,087 86.3% 228 10.9% 0 0.0% 

3 栃 木 市 2,644 2,461 93.1% 280 11.4% 9 3.2% 

4 佐 野 市 2,131 2,109 99.0% 218 10.3% 4 1.8% 

5 鹿 沼 市 2,074 1,992 96.0% 231 11.6% 59 25.5% 

6 日 光 市 1,803 1,781 98.8% 178 10.0% 2 1.1% 

7 小 山 市 2,413 2,391 99.1% 277 11.6% 5 1.8% 

8 真 岡 市 1,207 1,162 96.3% 49 4.2% 7 14.3% 

9 大 田 原 市 1,299 1,293 99.5% 105 8.1% 3 2.9% 

10 矢 板 市 528 513 97.2% 50 9.7% 0 0.0% 

11 那 須 塩 原 市 2,009 1,868 93.0% 210 11.2% 12 5.7% 

12 さ く ら 市 850 842 99.1% 87 10.3% 0 0.0% 

13 那 須 烏 山 市 505 486 96.2% 32 6.6% 0 0.0% 

14 下 野 市 950 908 95.6% 60 6.6% 29 48.3% 

15 上 三 川 町 453 444 98.0% 58 13.1% 0 0.0% 

16 益 子 町 365 363 99.5% 38 10.5% 6 15.8% 

17 茂 木 町 218 191 87.6% 17 8.9% 0 0.0% 

18 市 貝 町 187 185 98.9% 11 5.9% 4 36.4% 

19 芳 賀 町 340 315 92.6% 42 13.3% 0 0.0% 

20 壬 生 町 719 606 84.3% 71 11.7% 0 0.0% 

21 野 木 町 390 363 93.1% 34 9.4% 0 0.0% 

22 塩 谷 町 202 194 96.0% 10 5.2% 7 70.0% 

23 高 根 沢 町 447 402 89.9% 43 10.7% 14 32.6% 

24 那 須 町 561 561 100.0% 57 10.2% 0 0.0% 

25 那 珂 川 町 301 296 98.3% 44 14.9% 0 0.0% 

1 那 須 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 18 17 94.4% 0 0.0% 0 - 

2 黒 磯 那 須 共 同 火 葬 場 組 合 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

3 芳 賀 郡 中 部 環 境 衛 生 事 務 組 合 8 8 100.0% 0 0.0% 0 - 

4 石 橋 地 区 消 防 組 合 194 193 99.5% 11 5.7% 0 0.0% 

5 芳 賀 中 部 上 水 道 企 業 団 15 0 0.0% 0 - 0 - 

6 芳 賀 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 246 242 98.4% 13 5.4% 1 7.7% 

7 南 那 須 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 348 332 95.4% 13 3.9% 0 0.0% 

8 黒磯那須公設地方卸売市場事務組合 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

9 塩 谷 広 域 行 政 組 合 213 207 97.2% 11 5.3% 0 0.0% 

10 小 山 広 域 保 健 衛 生 組 合 28 27 96.4% 5 18.5% 0 0.0% 

11 宇 都 宮 西 中核 工業 団地 事務 組合 2 0 0.0% 0 - 0 - 

12 栃 木 県 市 町 村 総 合 事 務 組 合 16 15 93.8% 4 26.7% 0 0.0% 

13 栃 木 県 後 期高 齢者 医療 広域 連合 43 16 37.2% 0 0.0% 0 - 

14 那 須 地 区 消 防 組 合 316 314 99.4% 6 1.9% 1 16.7% 

26,890 25,586 95.2% 2,687 10.5% 175 6.5% 

4,183 3,920 93.7% 425 10.8% 31 7.3% 

1,447 1,371 94.7% 63 4.6% 2 3.2% 

32,520 30,877 94.9% 3,175 10.3% 208 6.6% 

（注）１　「在籍職員数」欄、「ストレスチェックを受けた職員数」欄、「高ストレスに該当した職員数」欄及び「医師による面接指導を受けた職員数」欄には、常時

　　　　使用される職員（常勤職員のほか、臨時・非常勤職員のうち常時使用される職員を含む。）のうち、該当する職員数をそれぞれ計上している。

　　　２　「医師による面接指導」は、労働安全衛生法第66条の10第３項に規定されており、ストレスチェック結果の通知を受けた労働者のうち、高ストレス者として

　　　　選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者から申出があった場合は、事業者は、当該労働者に対して、医師による面接指導を行わなけれ

　　　　ばならないこととされている。

　　　３　一部事務組合等については、専任の職員が所属する団体のみ調査対象としている。

市 計

 団体名
在籍職員数

ストレスチェックを受けた 高ストレスに該当した 医師による面接指導を受けた

町 計

一 部 事 務 組 合 等 計

合 計
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10　ストレスチェック・集団分析の実施状況（令和６(2024)年度）

(3)　集団分析結果の団体区分別活用状況

実施事業場数 割合 実施事業場数 割合 実施事業場数 割合 実施事業場数 割合 実施事業場数 割合

a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a

1 宇 都 宮 市 165 94 57.0% 0 0.0% 75 45.5% 108 65.5% 0 0.0% 

2 足 利 市 93 0 0.0% 0 0.0% 7 7.5% 4 4.3% 89 95.7% 

3 栃 木 市 101 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 101 100.0% 101 100.0% 

4 佐 野 市 41 24 58.5% 24 58.5% 41 100.0% 17 41.5% 0 0.0% 

5 鹿 沼 市 81 24 29.6% 2 2.5% 81 100.0% 81 100.0% 0 0.0% 

6 日 光 市 82 72 87.8% 81 98.8% 82 100.0% 82 100.0% 0 0.0% 

7 小 山 市 71 71 100.0% 71 100.0% 71 100.0% 71 100.0% 41 57.7% 

8 真 岡 市 46 0 0.0% 0 0.0% 10 21.7% 46 100.0% 0 0.0% 

9 大 田 原 市 48 48 100.0% 48 100.0% 48 100.0% 47 97.9% 0 0.0% 

10 矢 板 市 12 10 83.3% 0 0.0% 0 0.0% 3 25.0% 3 25.0% 

11 那 須 塩 原 市 77 77 100.0% 77 100.0% 77 100.0% 23 29.9% 0 0.0% 

12 さ く ら 市 20 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 20 100.0% 0 0.0% 

13 那 須 烏 山 市 17 0 0.0% 17 100.0% 17 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 

14 下 野 市 33 33 100.0% 33 100.0% 33 100.0% 33 100.0% 22 66.7% 

15 上 三 川 町 13 7 53.8% 6 46.2% 0 0.0% 2 15.4% 2 15.4% 

16 益 子 町 11 11 100.0% 11 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

17 茂 木 町 16 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 16 100.0% 0 0.0% 

18 市 貝 町 9 9 100.0% 9 100.0% 0 0.0% 9 100.0% 0 0.0% 

19 芳 賀 町 11 4 36.4% 11 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

20 壬 生 町 10 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 10 100.0% 

21 野 木 町 16 0 0.0% 1 6.3% 0 0.0% 16 100.0% 0 0.0% 

22 塩 谷 町 12 0 0.0% 1 8.3% 0 0.0% 12 100.0% 0 0.0% 

23 高 根 沢 町 16 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 16 100.0% 0 0.0% 

24 那 須 町 24 0 0.0% 24 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

25 那 珂 川 町 13 0 0.0% 0 0.0% 13 100.0% 7 53.8% 0 0.0% 

1 那 須 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

2 黒 磯 那 須 共 同 火 葬 場 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

3 芳 賀 郡 中 部 環 境 衛 生 事 務 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

4 石 橋 地 区 消 防 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

5 芳 賀 中 部 上 水 道 企 業 団 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

6 芳 賀 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

7 南 那 須 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 5 0 0.0% 0 0.0% 5 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 

8 黒磯那須公設地方卸売市場事務組合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

9 塩 谷 広 域 行 政 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

10 小 山 広 域 保 健 衛 生 組 合 1 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

11 宇 都 宮 西 中核 工業 団地 事務 組合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

12 栃 木 県 市 町 村 総 合 事 務 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

13 栃 木 県 後 期高 齢者 医療 広域 連合 1 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 

14 那 須 地 区 消 防 組 合 9 0 0.0% 9 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

887 453 51.1% 353 39.8% 542 61.1% 636 71.7% 256 28.9% 

151 31 20.5% 63 41.7% 13 8.6% 78 51.7% 12 7.9% 

16 0 0.0% 10 62.5% 5 31.3% 0 0.0% 1 6.3% 

1,054 484 45.9% 426 40.4% 560 53.1% 714 67.7% 269 25.5% 

（注）１　一部事務組合等については、専任の職員が所属する団体のみ調査対象としている。

集団分析結果
を活用した
事業場数

集団分析結果の活用内容（複数回答）

業務配分の見直し 人員体制・組織の見直し 管理監督者向け研修の実施 衛生委員会での審議 その他

市 計

町 計

一 部 事 務 組 合 等 計

合 計

 団体名
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11　メンタルヘルス対策の部局別取組状況（令和６年度）

割合 部局数 割合 部局数 割合 部局数 割合 部局数 割合

b b/a c c/b d d/b e e/b f f/b

33 97.1% 10 30.3% 19 57.6% 13 39.4% 23 69.7% 

市 14 100.0% 7 50.0% 12 85.7% 9 64.3% 14 100.0% 

町 11 100.0% 2 18.2% 6 54.5% 2 18.2% 6 54.5% 

一 部 事 務 組 合 等 8 88.9% 1 12.5% 1 12.5% 2 25.0% 3 37.5% 

25 100.0% 7 28.0% 16 64.0% 8 32.0% 17 68.0% 

市 14 100.0% 5 35.7% 11 78.6% 6 42.9% 12 85.7% 

町 11 100.0% 2 18.2% 5 45.5% 2 18.2% 5 45.5% 

一 部 事 務 組 合 等 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

12 100.0% 6 50.0% 7 58.3% 7 58.3% 9 75.0% 

市 7 100.0% 6 85.7% 6 85.7% 6 85.7% 7 100.0% 

町 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

一 部 事 務 組 合 等 5 100.0% 0 0.0% 1 20.0% 1 20.0% 2 40.0% 

24 100.0% 9 37.5% 15 62.5% 11 45.8% 19 79.2% 

市 14 100.0% 8 57.1% 11 78.6% 9 64.3% 14 100.0% 

町 8 100.0% 1 12.5% 4 50.0% 1 12.5% 3 37.5% 

一 部 事 務 組 合 等 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 50.0% 2 100.0% 

49 100.0% 26 53.1% 40 81.6% 30 61.2% 47 95.9% 

30 100.0% 5 16.7% 15 50.0% 5 16.7% 14 46.7% 

15 93.8% 1 6.7% 2 13.3% 4 26.7% 7 46.7% 

94 98.9% 32 34.0% 57 60.6% 39 41.5% 68 72.3% 

部局数 割合 部局数 割合 部局数 割合 部局数 割合 部局数 割合 部局数 割合

g g/b h h/b i i/b j j/b k k/b l l/b

21 63.6% 12 36.4% 22 66.7% 28 84.8% 23 69.7% 0 0.0% 

市 13 92.9% 9 64.3% 12 85.7% 13 92.9% 14 100.0% 0 0.0% 

町 5 45.5% 2 18.2% 6 54.5% 8 72.7% 6 54.5% 0 0.0% 

一 部 事 務 組 合 等 3 37.5% 1 12.5% 4 50.0% 7 87.5% 3 37.5% 0 0.0% 

17 68.0% 8 32.0% 12 48.0% 22 88.0% 17 68.0% 0 0.0% 

市 12 85.7% 7 50.0% 10 71.4% 14 100.0% 13 92.9% 0 0.0% 

町 5 45.5% 1 9.1% 2 18.2% 8 72.7% 4 36.4% 0 0.0% 

一 部 事 務 組 合 等 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

9 75.0% 9 75.0% 9 75.0% 11 91.7% 9 75.0% 0 0.0% 

市 7 100.0% 7 100.0% 6 85.7% 7 100.0% 7 100.0% 0 0.0% 

町 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

一 部 事 務 組 合 等 2 40.0% 2 40.0% 3 60.0% 4 80.0% 2 40.0% 0 0.0% 

19 79.2% 11 45.8% 18 75.0% 23 95.8% 20 83.3% 0 0.0% 

市 13 92.9% 9 64.3% 12 85.7% 14 100.0% 14 100.0% 0 0.0% 

町 5 62.5% 1 12.5% 5 62.5% 7 87.5% 5 62.5% 0 0.0% 

一 部 事 務 組 合 等 1 50.0% 1 50.0% 1 50.0% 2 100.0% 1 50.0% 0 0.0% 

45 91.8% 32 65.3% 40 81.6% 48 98.0% 48 98.0% 0 0.0% 

15 50.0% 4 13.3% 13 43.3% 23 76.7% 15 50.0% 0 0.0% 

6 40.0% 4 26.7% 8 53.3% 13 86.7% 6 40.0% 0 0.0% 

66 70.2% 40 42.6% 61 64.9% 84 89.4% 69 73.4% 0 0.0% 

（注）１　「メンタルヘルス対策の取組内容（複数回答）」の各取組内容における割合は、「メンタルヘルス対策に取り組んでいる部局数」に占める割合である。

　　　２　一部事務組合等については、専任の職員が所属する団体のみ調査対象としている。

全部局数
メンタルヘルス対策に取り組んで

いる部局数

メンタルヘルス対策の取組内容（複数回答）

メンタルヘルス対策に関する計画
の策定

安全衛生委員会等で調査審議 実務を行う担当者の選任
職場復帰における支援の実施（職
場復帰支援プログラムの策定を含

む）

a

7 

首 長 34 

14 

11 

9 

教 育 委 員 会 25 

14 

11 

0 

消 防 12 

一 部 事 務 組 合 等 計 16 

0 

5 

公 営 企 業 24 

14 

8 

2 

市 計 49 

町 計 30 

合 計 95 

メンタルヘルス対策の取組内容（複数回答）

セルフケアを実施するための教育
研修・情報提供

ラインケア及び事業場内産業保健
スタッフ等によるケアを実施する

ための教育研修・情報提供
事業場内での相談体制の整備

地方公務員共済組合事業等の公的
な相談窓口の周知

職場外資源（医療機関、EAPな
ど）を活用したメンタルヘルス対
策（相談・カウンセリングを含

む）の実施

その他

一 部 事 務 組 合 等 計

合 計

首 長

教 育 委 員 会

消 防

公 営 企 業

市 計

町 計
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12　メンタルヘルス不調による休務者の状況（令和６(2024)年度）

人数 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数(※) 割合

a b b/a c c/b d d/b e e/b f f/b g g/b h a/h

253 248 98.0% 59 23.8% 89 35.9% 45 18.1% 50 20.2% 5 2.0% 13,952 1.8% 

市 210 206 98.1% 48 23.3% 67 32.5% 42 20.4% 44 21.4% 5 2.4% 11,806 1.8% 

町 37 37 100.0% 10 27.0% 19 51.4% 2 5.4% 6 16.2% 0 0.0% 1,932 1.9% 

一 部 事 務 組 合 等 6 5 83.3% 1 20.0% 3 60.0% 1 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 214 2.8% 

173 170 98.3% 52 30.6% 49 28.8% 29 17.1% 38 22.4% 2 1.2% 15,022 1.2% 

市 160 158 98.8% 47 29.7% 46 29.1% 29 18.4% 34 21.5% 2 1.3% 12,863 1.2% 

町 13 12 92.3% 5 41.7% 3 25.0% 0 0.0% 4 33.3% 0 0.0% 2,159 0.6% 

一 部 事 務 組 合 等 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

16 16 100.0% 7 43.8% 5 31.3% 1 6.3% 3 18.8% 0 0.0% 2,555 0.6% 

市 13 13 100.0% 6 46.2% 3 23.1% 1 7.7% 3 23.1% 0 0.0% 1,556 0.8% 

町 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

一 部 事 務 組 合 等 3 3 100.0% 1 33.3% 2 66.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 999 0.3% 

25 25 100.0% 2 8.0% 9 36.0% 7 28.0% 7 28.0% 0 0.0% 991 2.5% 

市 22 22 100.0% 2 9.1% 7 31.8% 6 27.3% 7 31.8% 0 0.0% 665 3.3% 

町 2 2 100.0% 0 0.0% 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 92 2.2% 

一 部 事 務 組 合 等 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 234 0.4% 

405 399 98.5% 103 25.8% 123 30.8% 78 19.5% 88 22.1% 7 1.8% 26,890 1.5% 

52 51 98.1% 15 29.4% 24 47.1% 2 3.9% 10 19.6% 0 0.0% 4,183 1.2% 

10 9 90.0% 2 22.2% 5 55.6% 2 22.2% 0 0.0% 0 0.0% 1,447 0.7% 

467 459 98.3% 120 26.1% 152 33.1% 82 17.9% 98 21.4% 7 1.5% 32,520 1.4% 

（注）１　原則として、令和６(2024)年度中にメンタルヘルス不調により引き続いて１か月以上の期間、病気休暇取得又は休暇した職員を休務者として計上している。

　　　２　前年度から引き続いて休務した者及び調査年度中に退職した者も含んでいる。

　　　３　(※)については参考値として、ストレスチェックの実施状況等で調査した在籍職員数を引用している。

　　　４　端数処理のため、合計が100%とならない場合がある。

　　　５　一部事務組合等については、専任の職員が所属する団体のみを調査対象としている。

休務者
在籍職員と
休務者の割合うち常勤職員 年代別内訳

10～20代 30代 40代 50代 60代以上

一部事務組合等計

合 計

首 長

教 育 委 員 会

消 防

公 営 企 業

市 計

町 計
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13　長時間勤務者に対する医師による面接指導等の状況

(1)　長時間勤務者に対する医師による面接指導に係る例規・指針等の整備状況

部局数 割合 部局数 割合 部局数 割合 部局数 割合 部局数 割合 部局数 割合
a b b/a e e/b f f/b g g/b c c/a d d/a

1 宇 都 宮 市 4 3 75.0% 0 0.0% 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 25.0% 

2 足 利 市 4 4 100.0% 4 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

3 栃 木 市 4 4 100.0% 4 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

4 佐 野 市 4 4 100.0% 4 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

5 鹿 沼 市 4 3 75.0% 0 0.0% 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 25.0% 

6 日 光 市 4 4 100.0% 4 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

7 小 山 市 4 4 100.0% 4 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

8 真 岡 市 3 2 66.7% 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 33.3% 

9 大 田 原 市 3 2 66.7% 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 33.3% 

10 矢 板 市 3 3 100.0% 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

11 那 須 塩 原 市 3 3 100.0% 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

12 さ く ら 市 3 3 100.0% 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

13 那 須 烏 山 市 3 3 100.0% 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

14 下 野 市 3 3 100.0% 0 0.0% 3 100.0% 0 0.0% - - - - 

15 上 三 川 町 3 3 100.0% 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

16 益 子 町 2 2 100.0% 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

17 茂 木 町 3 3 100.0% 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

18 市 貝 町 2 2 100.0% 0 0.0% 2 100.0% 0 0.0% - - - - 

19 芳 賀 町 2 2 100.0% 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

20 壬 生 町 3 3 100.0% 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

21 野 木 町 3 2 66.7% 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 33.3% 

22 塩 谷 町 3 3 100.0% 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

23 高 根 沢 町 3 3 100.0% 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

24 那 須 町 3 3 100.0% 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

25 那 珂 川 町 3 3 100.0% 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

1 那 須 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 1 1 100.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

2 黒 磯 那 須 共 同 火 葬 場 組 合 ‐ ‐ - ‐ - ‐ - ‐ - - - - - 

3 芳 賀 郡 中 部 環 境 衛 生 事 務 組 合 1 0 0.0% - - - - - - 0 0.0% 1 100.0% 

4 石 橋 地 区 消 防 組 合 1 1 100.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

5 芳 賀 中 部 上 水 道 企 業 団 1 0 0.0% - - - - - - 0 0.0% 1 100.0% 

6 芳 賀 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 2 2 100.0% 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

7 南 那 須 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 3 3 100.0% 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

8 黒磯那須公設地方卸売市場事務組合 ‐ ‐ - ‐ - ‐ - ‐ - - - - - 

9 塩 谷 広 域 行 政 組 合 2 2 100.0% 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

10 小 山 広 域 保 健 衛 生 組 合 1 1 100.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

11 宇都宮西中核工業団地事務組合 1 0 0.0% - - - - - - 0 0.0% 1 100.0% 

12 栃 木 県 市 町 村 総 合 事 務 組 合 1 0 0.0% - - - - - - 0 0.0% 1 100.0% 

13 栃木県後期高齢者医療広域連合 1 1 100.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

14 那 須 地 区 消 防 組 合 1 1 100.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% - - - - 

49 45 91.8% 36 80.0% 9 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 8.2% 

30 29 96.7% 27 93.1% 2 6.9% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.3% 

16 12 75.0% 12 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 25.0% 

95 86 90.5% 75 87.2% 11 12.8% 0 0.0% 0 0.0% 9 9.5% 

（注）１　長時間勤務者に対する医師による面接指導については、平成31年４月１日から、労働安全衛生法第66条の８第１項等の規定により、時間外・休日労働時間が１か月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積

　　　　が認められる者について、本人の申出があった場合には、行わなければならないこととされた。また、国家公務員については、これに加え、超過勤務時間が１か月について100時間以上又は２～６か月平均

　　　　で80時間を超える場合には、本人からの申出がなくとも医師による面接指導を行うものとし、人事院規則10-4第22条の２第１項等の規定にその旨規定された。

　　　２　同一部局内で整備ができていない部門がある場合には、整備していない部局として計上している。

　　　３　「割合」は、「全部局数」に占める割合である。

　　　４　端数処理のため、合計が100%とならない場合がある。

　　　５　一部事務組合等については、専任の職員が所属する団体のみを調査対象としている。

全部局数
令和７(2025)年４月１日

時点で整備済み

医師の面接指導の対象となる要件
令和７(2025)年度中に

策定予定
未定

人事院規則の規定と同様
人事院規則の規定よりも
高い基準の要件を含む その他

市 計

町 計

一 部 事 務 組 合 等 計

合 計

 団体名
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13　長時間勤務者に対する医師による面接指導等の状況

(2)　長時間勤務者に対する医師による面接指導の団体別実施状況（令和６(2024)年度）

人数 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

a b b/a c c/b d d/b e e/b f f/b g g/b

1 宇 都 宮 市 176 35 19.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 35 100.0% 

2 足 利 市 229 229 100.0% 0 0.0% 229 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

3 栃 木 市 115 115 100.0% 0 0.0% 114 99.1% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.9% 

4 佐 野 市 22 11 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 11 100.0% 

5 鹿 沼 市 43 22 51.2% 16 72.7% 1 4.5% 5 22.7% 0 0.0% 0 0.0% 

6 日 光 市 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

7 小 山 市 31 17 54.8% 0 0.0% 17 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

8 真 岡 市 6 0 0.0% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

9 大 田 原 市 8 0 0.0% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

10 矢 板 市 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

11 那 須 塩 原 市 129 128 99.2% 0 0.0% 128 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

12 さ く ら 市 6 0 0.0% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

13 那 須 烏 山 市 8 0 0.0% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

14 下 野 市 7 6 85.7% 0 0.0% 6 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

15 上 三 川 町 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

16 益 子 町 2 1 50.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

17 茂 木 町 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

18 市 貝 町 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

19 芳 賀 町 3 3 100.0% 0 0.0% 2 66.7% 0 0.0% 1 33.3% 0 0.0% 

20 壬 生 町 9 1 11.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 

21 野 木 町 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

22 塩 谷 町 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

23 高 根 沢 町 5 1 20.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

24 那 須 町 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

25 那 珂 川 町 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 

1 那 須 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

2 黒 磯 那 須 共 同 火 葬 場 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

3 芳 賀 郡 中 部 環 境 衛 生 事 務 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

4 石 橋 地 区 消 防 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

5 芳 賀 中 部 上 水 道 企 業 団 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

6 芳 賀 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

7 南 那 須 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

8 黒磯那須公設地方卸売市場事務組合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

9 塩 谷 広 域 行 政 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

10 小 山 広 域 保 健 衛 生 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

11 宇都宮西中核工業団地事務組合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

12 栃 木 県 市 町 村 総 合 事 務 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

13 栃木県後期高齢者医療広域連合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

14 那 須 地 区 消 防 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

780 563 72.2% 16 2.8% 495 87.9% 5 0.9% 0 0.0% 47 8.3% 

20 7 35.0% 0 0.0% 4 57.1% 0 0.0% 2 28.6% 1 14.3% 

0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

800 570 71.3% 16 2.8% 499 87.5% 5 0.9% 2 0.4% 48 8.4% 

（注）１　職員数は令和６(2024)年度の延べ人数である。

　　　２　(※)労働安全衛生規則第52条の２第１項の規定により、時間外勤務時間算定の期日前１か月以内に面接指導などを受けた職員などについて、面接指導を受ける必要がないとして医師が判断した場合には、

　　　　面接指導を行わないことが認められている。

　　　３　端数処理のため、合計が100%とならない場合がある。

　　　４　一部事務組合等については、専任の職員が所属する団体のみ調査対象としている。

合 計

 団体名

医師の面接
指導の対象
となる要件
に該当した

職員

医師の面接指導が行われ
なかった職員

面接指導を受ける必要が
ないと医師が判断した

(※)

職員が人事異動や休暇等になっ
たことにより、通知・勧奨する

ことができなかった
その他

市 計

町 計

一 部 事 務 組 合 等 計

職員に対し、面接指導を受ける
ことを通知・勧奨したが、反応
がなかった又は職員自身が必要

ないと判断した

職員が業務多忙で面接時間
を確保できなかった
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14　安全衛生管理体制の整備状況（令和６(2024)年度）

割合 割合 割合 割合 割合 割合

1 宇 都 宮 市 2 2 100.0% 5 5 100.0% 5 100.0% 18 18 100.0% 18 100.0% 139 139 100.0% 

2 足 利 市 0 0 - 1 1 100.0% 1 100.0% 3 3 100.0% 3 100.0% 58 58 100.0% 

3 栃 木 市 0 0 - 1 0 0.0% 0 - 4 4 100.0% 4 100.0% 65 65 100.0% 

4 佐 野 市 0 0 - 1 1 100.0% 1 100.0% 4 4 100.0% 3 75.0% 37 37 100.0% 

5 鹿 沼 市 0 0 - 0 0 - 0 - 5 5 100.0% 2 40.0% 60 22 36.7% 

6 日 光 市 0 0 - 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 1 100.0% 48 48 100.0% 

7 小 山 市 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 100.0% 8 8 100.0% 7 87.5% 36 36 100.0% 

8 真 岡 市 0 0 - 0 0 - 0 - 3 3 100.0% 1 33.3% 30 30 100.0% 

9 大 田 原 市 0 0 - 0 0 - 0 - 4 4 100.0% 3 75.0% 32 32 100.0% 

10 矢 板 市 0 0 - 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 0 0.0% 11 11 100.0% 

11 那 須 塩 原 市 0 0 - 0 0 - 0 - 8 8 100.0% 8 100.0% 36 36 100.0% 

12 さ く ら 市 0 0 - 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 1 100.0% 16 16 100.0% 

13 那 須 烏 山 市 0 0 - 0 0 - 0 - 2 2 100.0% 0 0.0% 15 15 100.0% 

14 下 野 市 0 0 - 0 0 - 0 - 4 3 75.0% 3 100.0% 17 17 100.0% 

15 上 三 川 町 0 0 - 0 0 - 0 - 3 3 100.0% 3 100.0% 10 10 100.0% 

16 益 子 町 0 0 - 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 1 100.0% 11 10 90.9% 

17 茂 木 町 0 0 - 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 0 0.0% 11 8 72.7% 

18 市 貝 町 0 0 - 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 0 0.0% 3 3 100.0% 

19 芳 賀 町 0 0 - 0 0 - 0 - 2 2 100.0% 0 0.0% 4 4 100.0% 

20 壬 生 町 0 0 - 0 0 - 0 - 4 3 75.0% 3 100.0% 12 10 83.3% 

21 野 木 町 0 0 - 0 0 - 0 - 2 1 50.0% 0 0.0% 8 7 87.5% 

22 塩 谷 町 0 0 - 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 0 0.0% 1 1 100.0% 

23 高 根 沢 町 0 0 - 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 1 100.0% 12 12 100.0% 

24 那 須 町 0 0 - 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 0 0.0% 17 8 47.1% 

25 那 珂 川 町 0 0 - 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 1 100.0% 10 10 100.0% 

1 那 須 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 0 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 

2 黒 磯 那 須 共 同 火 葬 場 組 合 0 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 

3 芳 賀 郡 中 部 環 境 衛 生 事 務 組 合 0 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 

4 石 橋 地 区 消 防 組 合 0 0 - 0 0 - 0 - 2 1 50.0% 0 0.0% 1 1 100.0% 

5 芳 賀 中 部 上 水 道 企 業 団 0 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 

6 芳 賀 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 0 0 - 0 0 - 0 - 1 0 0.0% 0 - 9 0 0.0% 

7 南 那 須 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 0 0 - 0 0 - 0 - 2 2 100.0% 0 0.0% 3 3 100.0% 

8 黒磯那須公設地方卸売市場事務組合 0 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 

9 塩 谷 広 域 行 政 組 合 0 0 - 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 0 0.0% 6 6 100.0% 

10 小 山 広 域 保 健 衛 生 組 合 0 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 

11 宇都宮西中核工業団地事務組合 0 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 

12 栃 木 県 市 町 村 総 合 事 務 組 合 0 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 0 0.0% 

13 栃木県後期高齢者医療広域連合 0 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 

14 那 須 地 区 消 防 組 合 0 0 - 0 0 - 0 - 2 2 100.0% 2 100.0% 7 7 100.0% 

3 3 100.0% 9 8 88.9% 8 100.0% 66 65 98.5% 54 83.1% 600 562 93.7% 

0 0 - 0 0 - 0 - 18 16 88.9% 9 56.3% 99 83 83.8% 

0 0 - 0 0 - 0 - 8 6 75.0% 2 33.3% 31 21 67.7% 

3 3 100.0% 9 8 88.9% 8 100.0% 92 87 94.6% 65 74.7% 730 666 91.2% 

（注）１　それぞれ労働安全衛生法に基づく選任・設置状況等を計上している。

　　　２　「情報提供を行っている事業場数」は、労働安全衛生法第13条に基づき産業医へ情報提供している事業場数を計上している。

　　　３　一部事務組合等については、専任の職員が所属する団体のみ調査対象としている。

安全衛生推進者等

選任を要す
る事業場

選任を要す
る事業場

選任を要す
る事業場

選任を要す
る事業場選任してい

る事業場
選任してい
る事業場

市 計

 団体名

総括安全衛生管理者 安全管理者 衛生管理者

選任してい
る事業場

選任してい
る事業場

職場を巡視し
ている事業場

数

職場を巡視し
ている事業場

数

町 計

一 部 事 務 組 合 等 計

合 計
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14　安全衛生管理体制の整備状況（令和６(2024)年度）

割合 割合 割合 割合 割合 割合 割合

1 宇 都 宮 市 18 18 100.0% 2 11.1% 18 100.0% 5 5 100.0% 4 80.0% 18 18 100.0% 15 83.3% 

2 足 利 市 3 3 100.0% 0 0.0% 3 100.0% 1 1 100.0% 0 0.0% 3 3 100.0% 0 0.0% 

3 栃 木 市 4 4 100.0% 0 0.0% 4 100.0% 0 0 - 0 - 4 4 100.0% 0 0.0% 

4 佐 野 市 4 4 100.0% 1 25.0% 4 100.0% 1 1 100.0% 1 100.0% 4 4 100.0% 2 50.0% 

5 鹿 沼 市 5 4 80.0% 4 100.0% 4 100.0% 0 0 - 0 - 5 5 100.0% 1 20.0% 

6 日 光 市 1 1 100.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 0 0.0% 

7 小 山 市 8 8 100.0% 6 75.0% 8 100.0% 1 1 100.0% 1 100.0% 8 8 100.0% 8 100.0% 

8 真 岡 市 3 3 100.0% 1 33.3% 1 33.3% 0 0 - 0 - 3 3 100.0% 0 0.0% 

9 大 田 原 市 4 1 25.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0 - 0 - 4 1 25.0% 0 0.0% 

10 矢 板 市 1 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0% 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 0 0.0% 

11 那 須 塩 原 市 8 8 100.0% 8 100.0% 8 100.0% 0 0 - 0 - 8 8 100.0% 8 100.0% 

12 さ く ら 市 1 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0% 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 0 0.0% 

13 那 須 烏 山 市 2 2 100.0% 0 0.0% 2 100.0% 0 0 - 0 - 2 2 100.0% 0 0.0% 

14 下 野 市 4 3 75.0% 0 0.0% 3 100.0% 0 0 - 0 - 4 3 75.0% 0 0.0% 

15 上 三 川 町 3 2 66.7% 0 0.0% 2 100.0% 0 0 - 0 - 3 3 100.0% 0 0.0% 

16 益 子 町 1 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0% 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 0 0.0% 

17 茂 木 町 1 1 100.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 0 0.0% 

18 市 貝 町 1 1 100.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 0 0.0% 

19 芳 賀 町 2 2 100.0% 0 0.0% 2 100.0% 0 0 - 0 - 2 2 100.0% 0 0.0% 

20 壬 生 町 4 3 75.0% 3 100.0% 3 100.0% 0 0 - 0 - 4 3 75.0% 0 0.0% 

21 野 木 町 2 1 50.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0 - 0 - 2 1 50.0% 0 0.0% 

22 塩 谷 町 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 0 0.0% 

23 高 根 沢 町 1 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0% 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 0 0.0% 

24 那 須 町 1 1 100.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 0 0.0% 

25 那 珂 川 町 1 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0% 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 0 0.0% 

1 那 須 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 

2 黒 磯 那 須 共 同 火 葬 場 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 

3 芳 賀 郡 中 部 環 境 衛 生 事 務 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 

4 石 橋 地 区 消 防 組 合 2 1 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 - 0 - 2 1 50.0% 0 0.0% 

5 芳 賀 中 部 上 水 道 企 業 団 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 

6 芳 賀 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 - 0 - 1 0 0.0% 0 - 

7 南 那 須 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 2 2 100.0% 1 50.0% 2 100.0% 0 0 - 0 - 2 2 100.0% 1 50.0% 

8 黒磯那須公設地方卸売市場事務組合 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 

9 塩 谷 広 域 行 政 組 合 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 - 0 - 1 1 100.0% 0 0.0% 

10 小 山 広 域 保 健 衛 生 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 

11 宇都宮西中核工業団地事務組合 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 

12 栃 木 県 市 町 村 総 合 事 務 組 合 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 

13 栃木県後期高齢者医療広域連合 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 

14 那 須 地 区 消 防 組 合 2 2 100.0% 0 0.0% 2 100.0% 0 0 - 0 - 2 2 100.0% 2 100.0% 

66 61 92.4% 24 39.3% 59 96.7% 8 8 100.0% 6 75.0% 66 62 93.9% 34 54.8% 

18 15 83.3% 6 40.0% 14 93.3% 0 0 - 0 - 18 16 88.9% 0 0.0% 

8 7 87.5% 1 14.3% 4 57.1% 0 0 - 0 - 8 6 75.0% 3 50.0% 

92 83 90.2% 31 37.3% 77 92.8% 8 8 100.0% 6 75.0% 92 84 91.3% 37 44.0% 

（注）１　それぞれ労働安全衛生法に基づく選任・設置状況等を計上している。

　　　２　「情報提供を行っている事業場数」は、労働安全衛生法第13条に基づき産業医へ情報提供している事業場数を計上している。

　　　３　一部事務組合等については、専任の職員が所属する団体のみ調査対象としている。

 団体名

産業医

市 計

町 計

一 部 事 務 組 合 等 計

合 計

衛生委員会

選任を要す
る事業場

設置を要す
る事業場

設置を要す
る事業場選任してい

る事業場
設置してい
る事業場

設置してい
る事業場

職場を巡視し
ている事業場

数

情報提供を
行っている事

業場数

毎月１回以上
開催している

事業場数

安全委員会

毎月１回以上
開催している

事業場数
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